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令和４年６月22日（水曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和４年宮崎県一般会計補正予

算（第１号）

○報告事項

・令和３年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

・令和３年の宮崎県事故繰越し繰越計算書

・損害賠償額を定めたことについて

○その他報告事項

・令和３年度大気、水質等の測定結果について

・令和４年度海水浴場水質検査結果について

・一般社団法人宮崎県林業公社第４期経営計画

の改訂について

・令和３年度の宮崎県産農畜水産物の輸出実績

について

・新規就農者の確保・支援について

○閉会中の継続調査について

出席委員（７人）

委 員 長 武 田 浩 一

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 蓬 原 正 三

委 員 濵 砂 守

委 員 山 下 博 三

委 員 右 松 隆 央

委 員 満 行 潤 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

環境森林部次長
長 倉 佐知子

（ 総 括 ）

環境森林部次長
橘 木 秀 利

（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 田 代 暢 明

環 境 管 理 課 長 三 角 敏 明

循環社会推進課長 今 村 俊 久

自 然 環 境 課 長 池 田 孝 行

森 林 経 営 課 長 上 野 清 文

森林管理推進室長 右 田 憲史郎

山村･木材振興課長 松 井 健太郎

み や ざ き ス ギ
二 見 茂

活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 若 杉 太

林業技術センター所長 廣 島 一 明

木 材 利 用 技 術
藤 本 英 博

セ ン タ ー 所 長

農政水産部

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

農政水産部次長
山 下 弘

（ 総 括 ）

農政水産部次長
菓子野 利 浩

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
鈴 木 信 一

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 三 浦 博 幸

農 政 企 画 課 長 小 林 貴 史

中山間農業振興室長 原 田 大 志

農業流通ブランド課長 松 田 義 信

農業普及技術課長 川 上 求

農業担い手対策課長 馬 場 勝

農 産 園 芸 課 長 海 野 俊 彦

農 村 計 画 課 長 戸 髙 久 吉

畑かん営農推進室長 城ヶ﨑 浩 一

農 村 整 備 課 長 鳥 浦 茂

水 産 政 策 課 長 大 村 英 二

令和４年６月22日(水)
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漁 業 管 理 課 長 赤 嶺 そのみ

漁港漁場整備室長 否 笠 友 紀

畜 産 振 興 課 長 林 田 宏 昭

家畜防疫対策課長 丸 本 信 之

工 事 検 査 監 日 髙 誠

総合農業試験場長 東 洋一郎

県立農業大学校長 戸 髙 朗

水 産 試 験 場 長 西 府 稔 也

畜 産 試 験 場 長 河 野 明 彦

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 藤 村 正

政策調査課主査 西 尾 明

○武田委員長 ただいまから、環境農林水産常

任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時58分休憩

午前９時59分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案に

ついて、環境森林部長の概要説明を求めます。

○河野環境森林部長 おはようございます。環

境森林部でございます。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。

お手元にお配りしております、常任委員会資

料の表紙を御覧ください。

本日の説明事項は、予算議案が１件、報告事

項が２件、その他報告事項が３件であります。

Ⅰの予算議案は、議案第１号「令和４年度宮

崎県一般会計補正予算（第１号）」についてであ

ります。

Ⅱの報告事項は、令和３年度繰越明許費と事

故繰越につきまして、報告するものであります。

Ⅲのその他報告事項は、令和３年度大気、水

質等の測定結果についてなど、３項目を報告い

たします。

それでは、１ページをお開きください。

令和４年度環境森林部歳出予算（課別）につ

いてであります。

この表は、議案第１号に関する歳出予算を課

別に集計したものであります。

今回の補正予算については、一般会計の補正

のみで、補正額は表の中ほど、一般会計小計欄

の網かけ部分でありますが、補正額Ｂ列にあり

ますとおり、5,252万8,000円の増額をお願いし

ております。

補正内容につきましては、後ほど担当課長か

ら説明させていただきます。

次に、２ページを御覧ください。

令和４年度繰越明許費についてであります。

これは、森林経営課の地方創生道整備推進交

付金事業におきまして、関係機関との調整に日

時を要したことから工期が不足し、翌年度への

繰越しが必要になったものでありまして、5,120

万円の繰越しをお願いするものであります。

次ページ以降の資料につきましては、関係課

長等から説明させていただきますので、御審議

のほどよろしくお願いいたします。

私からは以上であります。

○武田委員長 次に、議案等についての説明を

求めます。

令和４年６月22日(水)
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なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○三角環境管理課長 環境管理課の補正予算に

つきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の43ページをお開きくださ

い。

環境管理課の補正額は、左から２列目の補正

額の欄にありますように、一般会計で252万8,000

円の増額をお願いしております。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

45ページをお開きください。

（事項）放射能測定調査費252万8,000円の増

額であります。

説明欄の１、放射能測定調査事業は、原子力

規制庁の委託を受けて環境放射能の測定を実施

してきたところでありますが、その中で、測定

装置「ゲルマニウム半導体検出器」について、

現在２台整備されているうちの１台を令和４年

度中に廃棄するよう指示があったため、廃棄に

係る費用について増額をお願いするものであり

ます。

○上野森林経営課長 森林経営課の補正予算に

ついて御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の47ページをお開

きください。

森林経営課の補正額は、左から２列目の補正

額の欄にありますように、一般会計で5,000万円

の増額をお願いしております。

１枚めくっていただきまして、49ページを御

覧ください。

（事項）森林計画樹立費の説明欄の１、新規

事業、みやざき森林クラウド基盤構築事業につ

きましては、常任委員会資料で御説明させてい

ただきます。

常任委員会資料の３ページをお開きください。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、森林計画関係図簿の閲覧・取得にお

ける利便性の向上を図るため、ネット環境での

閲覧等が可能となる、新たなクラウド基盤の構

築等を行うものでございます。

４ページの現状と課題を御覧ください。

（１）にありますように、現在、森林簿等の

森林計画図簿につきましては、市町村にデータ

で提供し、林業事業体等には、県の窓口で対面

での申請により紙ベースで交付しており、利便

性の向上を図る必要がございます。

また、（２）にありますように、コロナ禍にお

きまして、対面での交付手続などの接触機会を

減らす必要もございます。

このため、事業内容及び効果の２番目の図の

①にありますとおり、県が保有する森林情報の

データの整備等を行い、民間のクラウドサービ

スを活用して基盤を構築することで、情報の閲

覧等の利便性が向上するとともに、対面での接

触機会が減少することで、新型コロナウイルス

感染防止対策が図られ、事務の省力化にもつな

がるものであります。

また、②にありますとおり、市町村等が管理

するシステムの運用実態を調査し、クラウド基

盤の機能拡張の可能性を検討することとしてお

ります。

３ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要ですが、（１）の予算額は5,000万円、（２）

の財源は全額国庫となります。

また、（３）の事業期間は令和４年度、（４）

の事業主体は県であります。

なお、４ページの右上には、この事業がＳＤ

Ｇｓの９「産業と技術革新の基盤をつくろう」

という目標に資するものと考えまして、記載し
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ております。

○武田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。議案等について質疑はありませんか。

○満行委員 みやざき森林クラウド基盤構築事

業の②機能拡張の可能性調査についてです。市

町村がそれぞれ独自のデータを持っていると思

うんですが、26市町村はどういう状況なのか、

その実態を教えてください。

○上野森林経営課長 代表的なシステムにつき

ましては、林地台帳があります。その他のシス

テムにつきましては、今年度の事業で調査を行

い、その実態を調べることとしております。

その上で、市町村にあるシステムが、クラウ

ド上で閲覧可能な状態になれば、利用向上も図

られると考えているところです。

○満行委員 市町村独自ではなくて、この林地

台帳も、資産税のシステムと一緒になっていた

りするのかなと思うんですよね。

地図データとかも各部署で共有していたりす

るので、結局、住民基本台帳にリンクしていた

りすると思います。林地台帳は、結局そういう

所有者とか、固定資産のデータとほぼリンクし

ているんじゃないかと思うんですけれども、み

んなやっていることはばらばらで、規格とか違

うのかなと思います。そういうことを今年１年

間かけて調査するということでしょうか。

○上野森林経営課長 今年度の調査につきまし

ては、まず、森林計画関係のシステムについて

調査することにしておりますので、そういった

他のシステムの実態については、今のところ考

えておりません。将来的にはそういったものに

も連携できるようなシステムになればいいかと

考えております。

○右松委員 関連ですが、とても大事な事業だ

と思っています。

それで、森林クラウドというのが標準仕様と

いうことで、標準仕様に基づいてサービスを導

入していくと。

ＧＩＳに関しては、戦略型ＧＩＳをシステム

に導入していく、実現していく。これは段階的

に手順を踏まないといけないと思っているんで

すが、この5,000万円というのは委託費になるの

か。委託費であれば、そのシステム事業者は国

が絡んでいるのか、そのあたりを含めて教えて

ください。

○上野森林経営課長 事業費の5,000万円につき

ましては、委託費になります。

具体的には、森林クラウド化の設計と、市町

村システムの実態調査、エラーチェック等の試

験運用等の委託となります。国の機関への委託

等はございません。

○右松委員 ちなみにシステム事業者について

は答えられるんでしょうか。

○上野森林経営課長 現在、森林クラウドサー

ビスを提供している会社は、全国で４社ほどあ

ります。

○右松委員 分かりました。そのうちのどこか

に決まっていくと思うんですが、ある程度ノウ

ハウがあると思うんですよ。

今後、さらに活用を深めていく。森林組合を

含めて、事業者がこれを活用していくというの

は非常に重要ですので、そういった意味では、

今後かなり活用の場を広げていく中で機能を高

めていく、新たな機能拡張の検討というのはい

ろんな意味で重要かなと思っています。

例えば、路網であったりとか、いろんな活用

の仕方があると思うんですよね。ですから、そ

ういった意味では、事業者選定をしっかりして

いただいて、市町村等も含めて情報共有してい

ただいて、今後、機能を拡張していただきたい
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と思いますが、今後の展開について伺います。

○上野森林経営課長 今年度の調査で、その可

能性を検討する予定としておりますが、まずは

県で管理しておりますシステム─例えば保安

林や資産関係の情報、先ほど申しましたが、市

町村で管理している林地台帳等─これらの情

報等をクラウド上で閲覧可能な状態にできるか

どうかを今年度調査することとしておりますの

で、そういったことも含めまして、検討を行っ

ていきたいと思っております。

○右松委員 先ほどＳＤＧｓの話がありました。

これは非常に重要な方向性だと思っています。

機能を高めていく上で、例えば地形図とか、

あるいは林内写真とか超高解像空中写真とか、

いろんな活用方法の可能性があると思いますの

で、林地台帳ももとよりでございますが、ぜひ

有効に、これからさらに活用を深めていただけ

ればと思っています。

○ 原委員 設計という言葉も出てきましたが、

可能性の調査もそうでしょうけれども、これは

全国で本県が初めて取り組もうとしているとい

うことですか。

○上野森林経営課長 令和３年度末時点で、全

国で26都道府県が導入済みでございます。令和

４年度導入予定が、本県を含めて７県となって

おります。

ちなみに九州では、福岡県、長崎県、熊本県、

大分県、佐賀県、沖縄県が導入済みでありまし

て、鹿児島県は導入が未定となっております。

○ 原委員 ということは、このシステムの基

本パターンみたいなものは、もう出来上がって

いる気がするのですが、いかがでしょうか。

○上野森林経営課長 システム自体は、既存の

システムを活用することになっておりますので、

ほぼ出来上がっていると思います。

この事業につきましては、そのシステムに本

県の森林情報を加工したり、変換したりして整

備して、それを搭載するための設計となってお

ります。

○ 原委員 基本形があって、それぞれいろん

な特殊事情があるから、それを入れ込むという

ことでしょうけれども、先ほど、クラウドサー

ビスを提供できる会社が全国で４社あるという

ことでしたが、九州内で導入済みの６県の設計

はどこがやっておられたか分かりますか。

○上野森林経営課長 長崎県と熊本県、沖縄県

が応用地質株式会社、佐賀県、大分県が株式会

社パスコ、また、福岡県は独自にシステムを開

発しております。

○山下委員 この事業なんですが、今回、私も

一般質問をする関係でいろいろ聞いたりしたん

ですが、環境森林部では、伐採面積について、

航空写真で毎年データを取りながら面積を出し

ていますということでした。

それで、新規でこのクラウド化の事業を構築

する以前、令和３年度も同じような事業があっ

たと思うんです。例えば、４ページにクラウド

基盤の構築ということで、森林簿、森林計画図、

空中写真、地形図とかありますが、こういう一

体的なことは初めてやるわけではないと思うん

ですよね。今までは、どういう事業名でやって

おられたんですか。

○上野森林経営課長 これまでの伐採面積の推

計につきましては、４ページの上の図にありま

すように、森林管理システム及び、その下の森

林ＧＩＳを活用して集計等を行っているところ

でございます。

○山下委員 どれぐらいの予算規模でやってい

たんですか。

○上野森林経営課長 保守点検が主になります
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が、２つのシステムを合わせまして800万円程度

かかっております。

○山下委員 令和４年度で5,000万円かけて、新

たにクラウドのシステムをつくろうということ

ですよね。

それで、県北は、地籍が明確に分かるところ

が多いんですが、県央、県南は境界不明とか所

有者不明、相続の名義がそのままの土地とか、

都城市辺りでは、まだ国土調査も済んでいない

ところが多かったのではないかと思うんですが、

その辺との整合性は、この事業の中でしっかり

出てくるものなんですか。その辺の見通しを教

えてください。

○橘木環境森林部次長（技術担当） 私は以前、

この森林簿管理システム等の担当をしておりま

したので、答えさせていただきます。

地籍のデータにつきましては、森林簿は山の

境界、山の杉とかヒノキの境界で境界を区切る

んですけれども、以前から、市町村で整備され

てまいりました。

その折に、以前から森林簿に、同じ杉の中で

も、例えば地権者が違えば、そこに線を入れて

地籍のデータを取り入れて、１筆ごとに森林を

分けていくという作業をずっとやってきており

ました。県北で、97～98％地籍調査が終わって

いるところにつきましては、例えば美郷町です

と、既に平成８年ぐらいに地籍調査のデータを

反映した森林簿を整備しております。

その後につきましては、なかなか市町村の地

籍のデータを森林簿に取り入れることがなかっ

たんですけれども、ＧＩＳが投入されまして、

森林簿の図面があって、その上に地籍の境界が

あれば、それを重ね合わせることで、どこの山

かが判断できるということで、市町村から地籍

のデータを頂いて、それを森林簿のシステムの

中で参考書類として閲覧できるように整備はし

てきております。

さらに、市町村が平成30年以降に林地台帳シ

ステムを搭載しまして、市町村独自で固定資産

あたりも含めて、整備ができるようになってお

ります。ただ、全てをこの中で完結させるのは

難しいものですから、この事業の中で市町村が

持っている地籍のデータと県が持っている森林

のデータなどを拡張して統合させて、将来的に

県民全員が、利便性を持って閲覧できればと思っ

ているところでございます。

○山下委員 以前、都城市でもＧＰＳを使って、

ここの山は誰が持ち主だろうかということで、

森林組合から招集がかかって説明があったんで

すが、説明だけで終わっているんですよ。

現地に関係者に集まってもらって、ＧＰＳの

データで、樹木がヒノキなのか杉なのか照らし

合わせながら、踏査していかないと、図面だけ

では分からないんですよね。

どういうふうに境界確認作業が進んでいくの

か。まだ国土調査が済んでいないところは、世

代がどんどん変わっていきますから、皆さん不

安なんですよね。そして、倒木があったり、誤

伐があったり、それが常態化しているわけです

ので、この事業でどれだけ早急に、地積等の明

確化ができるのか。

こういうデータの蓄積をして、皆さんが確認

しやすい体制をつくるのでしょうけれども、以

前もＧＰＳでやると言っていたみたいなことで、

ただ予算を消化して、ただ、今の現状を図面に

落として、何かそれだけで一過性のもので終わ

るような気がするものですから、それ以前の大

事な問題がまだあるんじゃないかと思ってお聞

きしたところでした。 今後、どれだけ効果が

あるのか、見解をお聞かせください。
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○橘木環境森林部次長（技術担当） 委員がおっ

しゃられるように、これまでもそういったデー

タを航空写真上から取り込んで森林のエリアを

特定したり、県でも毎年、航空写真で森林の変

化を見たりしておりますし、さらに衛星の写真

も導入して、木が切られればすぐ分かるような

システムを今導入しております。

それから、境界明確化という作業を実際に地

権者立会いの下でやって、その成果で間伐をやっ

てきたんですけれども、そういったものについ

ては、残念ながら紙データでしかないと。その

紙データをしっかりとデジタルデータ化して、

ある基盤の中で重ね合わせることができれば、

将来的にも非常に有望なのではないかなと思っ

ています。

なかなかそういった技術が一朝一夕に進展す

るということはないんですけれども、我々とし

ては、そういった正しいデータを正しい姿で、

県民全員が閲覧できる姿を理想として取り組ん

でいきたいと思っています。

○山下委員 皆さん方ではできないわけですか

ら、業者と契約するんでしょうけれども、その

末端には、森林組合とか、そういうところが窓

口にならないといけないわけです。

森林組合等が一番汗をかくと思うんですが、

この5,000万円の予算配分は分かっているんです

か。

○上野森林経営課長 この予算につきましては、

委託費がほとんどでありまして、調査費もその

中の一部になっております。

この事業につきましては、森林組合が直接窓

口になってやり取りするわけではなく、今ある

情報をデータ処理してクラウドに載せる、搭載

する事業となっております。

○ 原委員 委託していくということですが、

業者もいるわけだけれども、これは入札をする

んですか。大事なところですので。

○上野森林経営課長 これにつきましては、企

画提案競争により実施することとしておりまし

て、金額だけではなくて、具体的な提案内容を

評価しまして、実績を含めて契約することとし

ております。

○ 原委員 分かりました。契約については長

く問題にもなっていないんだけれども、過去に

はいろいろあっていましたので、この委託契約

の在り方については、十分透明性を持ってやっ

ていただくように、願わくは議会にも、こうい

うことで、ここに決まりましたと御報告いただ

くとありがたいと思います。よろしくお願いし

ておきます。

○上野森林経営課長 そのように対応したいと

考えております。

○坂本副委員長 今の質疑に関連しますけれど

も、このクラウド基盤に搭載する森林情報につ

いて、デジタルのデータとして今あるものと、

あとデジタル化されていないもの、この割合と

いうか、今回クラウドで使われる、将来ここに

載せていくデータとして、紙データのデジタル

化は、まだ大分残っているのでしょうか。

○橘木環境森林部次長（技術担当） 常任委員

会資料の４ページの下の絵の中にある森林簿、

森林計画図、空中写真、地形図は、これまで紙

データをデジタルデータとして整理してきたも

のでございます。それを、改めて森林クラウド

システム─先ほど申し上げたように、全国で

４つのシステムの中から選ぶことになると思う

んですけれども─そのシステム上で動かせる

形に変換していくことになります。

副委員長の御質問の、紙データがあるのかと

いうところなんですけれども、県は、ほぼデジ
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タル化は済んでいると思います。

ただ、森林組合等が持っていらっしゃるよう

なデータについては、紙データの可能性があり

ます。先ほど言いましたような境界明確化のデ

ータが紙データであれば、それをしっかりと図

面上にデジタル化して重ね合わせることで閲覧

できるのではないかと考えておりますけれども、

それについても、この事業の中で機能拡張性の

検討をいたしますので、その中で検討していく

ことになろうかと思います。

まずは実態を調査いたしまして、どういった

ものがあるのか。あと、実際に統合して、拡張

して、まとめて運用ができるのか否か、そういっ

たものも含めて、この事業の中で検討していく

ということで考えているところでございます。

○坂本副委員長 関連して、また細かい話にな

るんですけれども、先日、常任委員会の県内調

査で、林業技術センターの地形図を測定するた

めのレーザーを活用した新しいツールを御紹介

いただいたんですが、これは先日の一般質問で

も、どなたかそのことを質問されておられて、

計測器の精度が現状にまだ追いついていないと

いうことで、人力と併用で使っていくというお

答えをされていたかと思います。

私も、現地で申し上げたんですけれども、精

度の問題とか、うまく実用に即さないところに

ついては、そのまま放置するんじゃなくて、む

しろ使いにくいところを、それを導入している

メーカーというか、事業者にしっかり伝えて、

より使いやすいものに向上させていくことをお

願いしたいと思います。

恐らく、この分野というのは、まだ発展途上

で、そういう実用面でのデータをメーカーも欲

しがっていると思うんです。ですから、少し大

げさですけれども、宮崎県とそういったメーカ

ーとで共同開発するような、それぐらいの方向

性でぜひ取り組んでいただきたいと思います。

これは、要望として現地でも申し上げたんで

すけれども、関連して申し上げさせていただき

ます。

○上野森林経営課長 副委員長が御指摘の件は

おそらく地上レーザー測量のことだと思うので

すが、その件につきましては、副委員長がおっ

しゃったように、不備な点などを洗い出して、

メーカーと連携して、さらなる精度の向上に向

けて研究が進んでいくように、協力しながら取

り組んでいきたいと考えております。

○武田委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○田代環境森林課長 常任委員会資料の５ペー

ジをお開きください。

Ⅱ、報告事項についてでありますが、これは

令和３年度に議会で承認いただきました繰越事

業につきまして、繰越額が確定しましたので、

御報告するものであります。

まず、１の令和３年度宮崎県繰越明許費繰越

計算書についてであります。

表に、主管課ごと、事業ごとに記載しており、

５ページの一番下の合計の欄にありますとおり、

環境森林部全体で25事業、繰越額は96億372

万8,000円であります。

繰越理由につきましては、表の右側に事業ご

とに主なものを記載しており、工法の検討に日

時を要したものや、国の補正予算の関係により

工期が不足することによるものなどであります。

次に、６ページを御覧ください。

２の令和３年度宮崎県事故繰越し繰越計算書

についてであります。
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こちらも先ほどと同様に、表に主管課ごと、

事業ごとに記載しており、一番下の合計の欄に

ありますとおり、環境森林部全体で５事業、繰

越額は７億4,000万1,677円であります。

繰越理由につきましては、表の右側に記載の

とおり、入札不調等により契約締結に日時を要

したものや、関連する他事業工事の遅れに伴い、

事業の契約締結が遅れ、工期が不足したことに

よるものなどであります。

○武田委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありませんか。

○山下委員 ６ページの事故繰越についてです

けれども、今までも入札の不調不落、その状況

もいろいろと聞いてきました。その中で、山地

治山事業と緊急治山事業は繰越額が大きいので

すが、これは１か所だけで、これだけの金額で

すか。ほかにも何か所かあるのですか。

○池田自然環境課長 山地治山事業につきまし

ては、３か所で、いずれも令和２年度補正予算

によるもので、令和３年３月に国の交付決定を

いただいております。その後、発注の手続を進

めたのですが、入札を行った際に公共事業の発

注が集中し、応札者がなく、入札中止になった

ことから工期が不足したもの、それから、近接

地で施工中の治山ダムの完成を待ち、工事を発

注する計画でありましたが、近接工事の完成が

遅れたことにより、発注時期に遅延が生じ、年

度内の完了が困難となったものなどの理由がご

ざいます。

緊急治山事業につきましては、４か所のうち

３か所は入札を行ったものの、技術者不足等に

より応札者がなく、入札中止となったことから

工期が不足したもの、残りの１か所は、工事着

手後に豪雨の影響により、現場周辺部が被災す

るとともに、資材搬入路が荒廃し、復旧計画の

再検討や資材搬入路の整備などに工期延長が必

要となり、年度内の完成が困難になったもので

ございます。

○山下委員 この２つの事業で、入札不調等と

いうのがありましたが、入札不調件数は合わせ

て７件ですか。

○池田自然環境課長 入札不調の件数は、合わ

せて４件でございます。

○山下委員 この２つの事業の中で４件が不調

だったということですね。どちらが何件ですか。

今、説明を聞いていたら、３件と４件と言われ

たから、合計で７件かと思ったんですが。

○池田自然環境課長 山地治山事業が１件で、

緊急治山事業が３件でございます。

○山下委員 金額は、そんなに小さい金額じゃ

ないんですが、いつも問題になるのが場所です。

例えば、西米良村とか奥地になると、業界の

人たちがなかなか手間暇かかるところに人が派

遣できないということがあるんですが、応札者

がないということは、奥地の工事についての発

注側の積算基礎がまずいのか、その辺の経費上

乗せの見積りの仕方というのは、何か差が出て

きたのか。

それと、再入札のときに、何％か上乗せをし

た形で応札されたのか。その辺について教えて

ください。

○池田自然環境課長 委員がおっしゃいますよ

うに、環境森林部所管の工事に関しましては、

地形が急峻であること、それから、山間部に位

置するなど厳しい現場が多いことから、県土整

備部、農政水産部より、不調不落の発生率が高

くなっております。

このため、公共三部の対策のほかに、間接工

事費の地域補正ですとか、枝長木の伐採費用の

見積単価の採用、それから、治山林道工事の積
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算基準の見直し、例えば治山工事で言いますと、

木製型枠、残存型枠というのがございますけれ

ども、それが上流側だけを適用していたのを下

流側にも適用するといった対策を行っておりま

す。

それでも不調不楽の件数が多いものですから、

現場に合った積算が一番だと考えております。

今後とも、建設業団体等と意見交換を行うと

ともに、現場条件に合った設計積算を採用して

いきたいと考えております。

○山下委員 確認させてください。これは応札

されていると思いますので、落札率が分かった

ら教えてください。

○池田自然環境課長 その４件につきましては、

全て応札いただいております。落札率につきま

しては、手元に数字がございませんので、後ほ

ど回答させていただきたいと思います。

○山下委員 できれば箇所と何者が入札して、

落札率が何％なのか、その一覧表を資料として

頂けますか。

○池田自然環境課長 承知しました。

○武田委員長 山下委員から資料提出の求めが

がありましたので、御対応をお願いします。

ほかに質疑はございませんか。

○濵砂委員 工事の完成予定が令和５年ですか

ら、来年の３月ぐらいの予定になっているもの

が数件あるんですけれども、資材の物価上昇に

よる金額の変更が出てくると思いますが、どう

でしょうか。

○池田自然環境課長 ただいま資材が高騰して

おりますので、その影響はあると考えておりま

す。

○濵砂委員 あると思うんですよ。そこで、こ

の繰越しの理由を見ると、国の補正予算の関係

が関係する場合には補正予算に追加して国から

お金が来るんでしょうか。それから、工法の検

討に日時を要するとか、そういった場合には、

どこが上昇分を負担するんですか。

○池田自然環境課長 物価上昇分の工事費の増

額につきましては、資機材の実勢単価が上昇し

た場合に、業者から申出があり、当初発注分か

ら上昇分の差額が１％以上になった場合に、契

約約款第25条第６項―スライド条項等と呼ん

でおりますけれども、その規定により、差額分

を設計変更して対応することとしております。

○濵砂委員 だから、その負担は県がするのか、

国がするのかということなんですよ。国の事業

の補正予算によるものと、あるいは、工法の検

討とかいろんな理由があるんですけれども、こ

ういったものについての負担は、スライド分を

業者に負担させるわけにはいかないから、業者

はもちろん請求を出してきますよね。設計変更

して、その差額はどこが出すのかという話なん

ですよ。

○池田自然環境課長 差額については、国から

補助していただいておりますので、県と国が補

助率分により負担することになると思います。

○武田委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○三角環境管理課長 常任委員会資料の７ペー

ジをお開きください。

令和３年度大気、水質等の測定結果について

御説明いたします。

（１）目的は、県民の健康を保護し、生活環

境を保全するために、関係法令に基づいて、大

気や水質などの汚染状況を監視することであり

ます。

（２）測定結果の総括は、本県の大気、水質、
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ダイオキシン類の測定結果は、一部の項目で環

境基準を超えた地点がありましたが、おおむね

良好でした。

（３）大気の測定結果の①大気汚染常時監視

は、表１の大気汚染常時監視の測定結果を御覧

ください。

二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物

質、一酸化炭素の４項目は、全ての測定局で環

境基準を達成し、上から一つ目、二酸化硫黄は

４つの測定局で、上から三つ目、光化学オキシ

ダントは全ての測定局で環境基準を未達成でし

た。

なお、二酸化硫黄については、いずれも１時

間値が環境基準を超過したもので、高千穂保健

所測定局においては３回、日向地区の３測定局

においては、それぞれ１回基準を超過したこと

により、未達成となったものであります。

②有害大気汚染物質モニタリング調査は、ベ

ンゼンなど４項目について、延岡保健所など４

地点全てで環境基準を達成しました。

③今後の取組は、良好な大気の状況を維持す

るために、常時監視や発生源に対する監視指導

を継続し、また、光化学オキシダントについて

は、大陸からの越境汚染も考えられますので、

国に対して国際的な取組の継続を要望してまい

ります。

（４）水質の測定結果の①公共用水域は、８

ページの表２の公共用水域の主な測定結果で御

説明いたします。

生活環境項目のＢＯＤにつきましては、２水

域、都城市の花の木川及び大淀川上流域で環境

基準を未達成でした。

また、健康項目では、ヒ素が２地点、高千穂

町土呂久川の東岸寺用水取水点、岩川用水取水

点で、ホウ素が１地点、門川町五十鈴川の五十

鈴橋で環境基準を未達成でした。

②地下水は、表３の地下水の測定結果で御説

明いたします。

概況調査は、３種類の調査全てで環境基準を

達成しました。

継続監視調査は、13地点で環境基準を未達成

でした。13地点の内訳は、表の上、米印７のと

おり、ヒ素が４地点、揮発性有機化合物が４地

点、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が５地点でし

た。

９ページをお開きください。

③今後の取組は、良好な水環境を維持するた

めに、公共用水域や地下水の常時監視はもとよ

り、発生源に対する監視指導を行うとともに、

生活排水対策を継続して実施します。

（５）ダイオキシン類の測定結果は、表４の

ダイオキシン類の測定結果で御説明いたします。

常時監視は、全ての地点で環境基準を達成し

ました。

発生源自主検査及び発生源立入検査は、全て

の施設や事業場で、排出ガスや水質は排出基準

以下でした。

④今後の取組は、良好な環境を維持するため

に、常時監視や発生源に対する監視指導を継続

して実施します。

大気、水質等の測定結果につきましては、以

上であります。

次に、常任委員会資料の11ページをお開きく

ださい。

令和４年度海水浴場水質調査結果について御

説明いたします。

（１）目的は、海水浴場の水質等の状況を把

握し、その結果を公表して県民等の利用に資す

ることであります。

12ページを御覧ください。
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宮崎県と宮崎市により、県内15か所の海水浴

場について調査しました。

11ページにお戻りください。

（５）調査結果は、アの海水浴場水質判定基

準項目について、全ての海水浴場の水質が「適」

と判定されました。内訳は表１のとおり、水質

ＡＡが12か所、水質Ａが３か所でした。

○右田森林管理推進室長 一般社団法人宮崎県

林業公社第４期経営計画の改訂について御説明

いたします。

委員会資料の13ページを御覧ください。

まず、（１）林業公社の経営状況についてであ

ります。

林業公社は現在、平成30年３月に策定しまし

た第４期経営計画に基づきまして、安定的な経

営資金の確保を図るとともに、市況などの動向

に配慮した主伐等による伐採収入の確保や、コ

スト削減につながる計画的な路網の整備などの

経営改善に積極的に取り組んでおります。

また、公社運営に必要な長期借入金の残高は、

平成25年度末の約341億円をピークに、令和３年

度末には約334億円に減少する見込みでありま

す。

県といたしましては、現計画の確実な実行を

図るため、毎月、経営改善実行管理会議を開催

するなど、公社の経営状況及び計画の進捗状況

を的確に把握し、積極的に経営指導を行ってい

るところであります。

表は、第４期経営計画の前半５年間の実績等

を示しており、年度末資金残高は、毎年３億2,000

万円程度の額を確保し、長期借入金残高は、令

和３年度末の見込みで333億9,200万円と毎年減

少しております。

次に、（２）第４期経営計画の改定についてで

あります。

これまで公社の経営計画は、10年間の計画期

間において、経営改善の進捗状況等を踏まえ、

５年ごとの見直しを行っており、第４期経営計

画につきましても、さらなる経営改善に向けた

取組を検討し、５年を経過します今年度に改定

を行うこととしております。

改定のスケジュール案につきましては、今年

５月に公社内に林業公社経営計画検討委員会が

設置されておりまして、今後、検討委員会で改

訂計画概要を取りまとめた後、年内に計画素案

を作成し、翌年２月に計画案を取りまとめ、３

月の公社理事会で改訂計画を決定したいと考え

ております。

なお、改訂計画の取りまとめの進捗状況を見

ながら、適宜、常任委員会におきまして、委員

の皆様に御報告を行ってまいりたいと考えてお

ります。

（３）県としての関与についてであります。

林業公社の経営改善につきましては、公社自

身の経営努力のみならず、県の支援が必要であ

りますので、県は公社と一体となって第４期経

営計画の改訂に取り組み、経営の改善を図って

いくこととしております。

○武田委員長 執行部の説明が終了しました。

その他報告事項について質疑はありませんか。

○濵砂委員 林業公社の借入金は334億円ぐらい

ですよね。これがいわゆる森林勘定というやつ

ですか。

○右田森林管理推進室長 この金額につきまし

て、金融機関等からの借入金ということで、森

林勘定とはまた違います。

○濵砂委員 違うんですか。借入金と森林勘定

はどのぐらいになっていますか。

○右田森林管理推進室長 これは令和３年度末

見込みでありますけれども、森林勘定としまし
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ては、258億7,600万円ぐらいの金額になります。

○濵砂委員 今の林業公社の持ち山については、

資産価値として概算でどのぐらいだと見ている

んでしょうか。

○右田森林管理推進室長 令和３年度の立木の

購買価格が、立方4,500円程度で売れております。

○濵砂委員 持分に直して換算すると、全体で

大体どのくらいの資産になりますか。

○右田森林管理推進室長 おおよそですけれど

も、180億円と考えております。

○山下委員 大気、水質等の測定結果について

の（２）なんですが、測定結果の総括として、

一部の測定項目で環境基準を超えた測定局・地

点があったということですけれども、宮崎県は

ＵＩＪターンとかで、空気がおいしいとか、自

然の豊かさを訴えているんですが、宮崎県の空

気は大丈夫ですよ、おいしいですよと自信を持っ

て言えるような基準なんですか。

○三角環境管理課長 環境基準というものが、

委員会資料の７ページの米印１にありますよう

に、あくまでも望ましい基準でありまして、人

の健康に影響を及ぼすものではございません。

報告させていただきましたように、今回、基

準を未達成であったのは、二酸化硫黄とオキシ

ダントの２項目。二酸化硫黄につきましては、

１年のうちの１時間値、１時間だけが超えたも

のでありまして、もう一つのオキシダントにつ

いては逆で、少しデータが古いんですが、令和

２年度であれば、全国で達成したのは、たった

２局しかございません。

そういうことから考えますと、宮崎県の空気

というのは、健康に問題なく、きれいな空気と

言えるものかと考えております。

○山下委員 そういうことなら、何でこういう

数値を出さないといけないのかなと思うんだけ

れども、宮崎県の空気は全国で何番目くらいに

いいんですよというデータがあるんですか。

○三角環境管理課長 全国の中で何番目にきれ

いとかいうデータは手元にありませんが、国の

ほうで、全国の環境基準達成率というものを公

表しておりますが、その中に数値的な比較まで

は出てきていないのが現状です。申し訳ありま

せん。

○ 原委員 口を挟むようですけれども、水と

空気はちょっと違うと思うんですよね。水は地

域に限定されると思うんだけれども、空気はイ

ンターナショナルだから、中国から、特に西か

ら東へ吹くわけだから、大陸から来るものが大

半でいろいろあるんだろうし。

ただ、その中でも二酸化硫黄かな、これが日

向市辺りで出ているじゃないですか。これなぜ

なのか、原因はあるんですか。

○三角環境管理課長 こちらにつきましては、

県内での事業場等による影響というのは考えに

くいです。と申しますのは、日向地区におきま

しては、日向の３地区、同じ日の同じ時間の１

時間値だけ超過しています。日向地区の３地区

で超過したということは、相当広い面積での超

過となります。

しかしながら、市役所にも保健所にも、大気

の異常、工場等での異常操業とか、そういう報

告はございません。

アメリカ海洋大気庁が、解析速報をホームペ

ージでオープンにしております。そちらで、風

の流れを解析してみました。日向地区から逆に

風の流れをたどったところ、阿蘇山に到達しま

した。

逆に、今度は、阿蘇山からの排出ガス、阿蘇

山からのガスの拡散予測も一応シミュレーショ

ンしましたところ、真っすぐ日向市、日向地区
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に到達しておりました。このため、阿蘇山、い

わゆる自然現象が原因ではないかと考えており

ます。

高千穂保健所につきましても、同じような解

析をしましたところ、やはり阿蘇山からの流れ

と阿蘇山からの火山ガスの拡散が確認されまし

たので、こちらが原因ではないかと思われます。

特に、高千穂地区は、二酸化硫黄をそれほど排

出するような工場、事業場はございませんので、

これが原因ではないかと考えております。

○ 原委員 分かりました。エビデンスに基づ

く、すばらしい説明だったと思います。

あと水について、花の木川と大淀川の上流は

過去にも硝酸性窒素とか、いろいろな畜産系の

廃棄物で地下水汚染されているということで、

都城市もそうですけれども、県でもいろんな計

画書をつくったりとかあったと思うんですが、

環境基準未達成ということです。今度もやっぱ

り人為的なものとなるんでしょうけれども、こ

こについても大まかな原因は分かっているんで

すか。

○三角環境管理課長 こちらにつきましては、

委員がおっしゃいますように、特に花の木川は

昨年も環境基準未達成でありまして、私どもも

花の木川の源流から大淀川の合流点まで、地図

に落として、現地にも行きましたが、あの川は、

山之口の町なかをきれいに横断して、最終的に

は大淀川に合流します。

流域には、委員が御承知のように、住宅もた

くさんございますし、工場、農地、また畜産業

など、多くの人の生活とか産業がございます。

それらが全く水を出さないかというと、幾ばく

かの水は出しておりますので、家庭からの水、

産業からの水、それらが全て花の木川に集まっ

ているというのが現状であります。

私どもとしては、一般家庭につきましては、

いわゆる環境啓発というのですが、それにより、

まず、きれいな水を流しましょうということで

実際にできるのは、今でも単独処理の浄化槽、

家庭雑排水を無処理のまま流しているところに

つきましては、補助等もつけて、合併処理浄化

槽への転換促進をしております。ただ、これは

義務ではなく、お願いベースでございます。

あと、農地からの水につきましては、私ども

ではどうにもなりませんので、農政水産部と連

携して、過剰施肥などをしないようにというこ

とで、これもお願いベースでやっております。

あと、畜産業につきましては、環境管理課が

所管しているのは水質汚濁防止法という法律で

すが、こちらの届出対象はある程度の規模のも

のでありまして、確認しましたところ、小規模

の畜産農家が多く、水質汚濁防止法の対象施設

というのは１割程度しかございません。

したがいまして、こちらについても、農政水

産部と連携した経営指導を行って、これもお願

いベースですが、水をきれいにしましょうとい

うことをやっております。

したがいまして、結論を言いますと、何か行

動を起こして、すぐに劇的に水質が改善すると

いうものではなく、長く、粘り強い対策が必要

ではないかと考えております。

○ 原委員 昔、「臭いニオイは元から絶たな

きゃ駄目」というフレーズのテレビコマーシャ

ルが流れていましたけれども、恐らく何か原因

があるから、こういうことになっているわけで、

細かく追及していただいて、時間がかかるかも

しれないけれども、できたら少しずつ根本的な

解消をお願いいたします。

でないと、皆さん、宮崎市にお住まいだと思

うんですが、これが大淀川に流れて、相生橋の
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ところで取水して、清武以外の宮崎市の大半の

水源です。皆さんが飲んでいらっしゃるわけで、

私は宮崎に来てから、絶対ここの水は飲まない。

都城で飲む水と、全然臭いが違いますから。

まあ、こういうことがあるわけで、長い間に

は間接的に健康を害していくこともあるでしょ

うから、そのための環境基準というのがあるわ

けで、やっぱりそこは、また後で農政水産部の

審査もありますから、その他の事項で、このこ

とも少し触れようかと思っています。ぜひ原因

究明をしっかりしていただいて、農政水産部と

も連携を取っていただいて、これが達成できる

ように努力をお願いしたい。皆さん方の飲む水

でもありますので、よろしくお願いします。

○三角環境管理課長 委員のおっしゃいますよ

うに、積極的に動いて、何らかの対策をしない

といけないと思っております。

昨年度、委員からも御指摘がございましたの

で、花の木川の延長は長く流域も広いことから、

ある程度、汚濁の多いところが特定できれば、

そのエリアを重点指導エリアという形で、農政

水産部と連携を取るとか、仮に絞り込みができ

れば、何らかの方法で農政水産部と連携して対

応していきたいと考えております。

○武田委員長 それでは、最後にその他で何か

ございませんか。

○濵砂委員 林業技術センターの所長が見えて

ますが、研修生の視察はどんなところに行って

いますか。

○ 島林業技術センター所長 本日から３日間、

サテライト会場であります、都城市の木材利用

技術センターで木材利用の研修に行っておりま

して、製材工場を視察しております。

また、秋を過ぎましたら、輸出の関係で、志

布志港だとか、県北と違う林業地ということで、

南那珂方面の長伐期施業林だとか、そういうと

ころの視察を計画しております。

○濵砂委員 林業技術センター設立のときから、

ヨーロッパ方面の先進地視察を取り入れたらど

うかという話をずっとしてきたんですけれども、

なかなか達成できないので、将来、林業を目指

す意味では、ドイツ辺りの林業というのは非常

に勉強になると思いますので、検討してもらう

という意味で、所長のほうでも、その辺を考え

ておいてください。

私からも発言しますけれども、学校からもしっ

かり発言してもらうといいなと思っていますの

で、よろしくお願いします。

○右松委員 今回の濵砂委員の一般質問を大変

興味深く聞かせていただきました。濵砂委員か

ら話があるかと思いましたので、私が質問して

いいか分かりませんが、少し教えてもらいたい

なと思います。

議場での答弁で、山元の立木価格と販売木材

価格の差額なんですけれども、計算すると8,000

円近く─7,803円の差が出ているんですよね。

それで、伐出、運材コストというか、そのあた

りの話の中で、本県の杉の価格が2,887円。それ

から、素材生産費が5,368円、運搬経費が1,629

円で、合わせて6,997円という答弁がありました。

木材価格が１万4,800円ですから、今、価格が高

めに出ていますけれども、その差額が伐出とか

運材コストに流れているとすれば、宮崎県は路

網整備がかなり進んでいるとは伺っていますが、

急峻な地形がかなり多いですから、そのあたり

とか、それから伐出、運材における高性能林業

機械の導入といったところのコストが高いのか。

林野庁が数字を出していて、海外との比較で

は、例えばオーストリアでは、伐出コストが日

本の半分なんですよ。それから、立木価格が倍
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なんですよね。立ち木の価格が倍になっていま

すので、このあたりは、濵砂委員からも話があ

りましたけれども、山元に利益が転嫁されない

と、再造林の意欲にも関わってくるものですか

ら、話のピントがずれていたら申し訳ないんで

すが、伐出コスト、運材コスト、このあたりの

状況を教えてもらうとありがたいと思います。

○橘木環境森林部次長（技術担当） 山元立木

価格と素材の生産経費、運材経費について、濵

砂委員からも御質問いただいたところだったん

ですが、その差額につきましては、１万1,000円

という当時の販売価格で比較した場合に、山元

立木価格が2,900円弱ぐらいで、素材生産経費

が5,400円、それから運材コストが1,600円とい

うことで、2,000円ぐらいが素材生産事業体の利

益になるのかなということで、この点について

は、かなり近い線ではないかと思います。

それぐらいないと、素材生産事業体も利益を

出さないといけないし、高性能林業機械の導入

経費を支払っていかないといけないということ

で考えております。

素材生産の経費と運材経費につきましては、

林野庁のデータを採用させていただいてはいる

んですけれども、最近はそういった高性能林業

機械の導入に対する林野庁の補助等もありまし

て、かなり引き下がっているのではないかとい

うことと、素材生産につきましては、奥地化を

しておりまして、高性能機械が１台あれば伐出

できるというわけではございません。今後、伐

採地が奥地化すると、やはり索道を張って、架

線を張って、丸太を運び出したりとか、そういっ

た経費が、現場によってはかなり発生してくる

と思っております。

一方、運材経費につきましては、委員の御指

摘のとおり、本県はしっかりと路網整備をやっ

てきておりまして、全国第３位ぐらいの路網が

ございます。これによって、木材の輸送経費も

改善されてきていると思いますし、最近では、

林道を走る車も10トントラック、それから先の

大きな道に出ますと、ミニトレーラーとかに積

み替えて、輸送を合理化して、製材工場、もし

くは木材市場まで届けるといったようなことで、

これについてはかなり改善されてきていると

思っております。

そういう路網整備とともに、これまで県とし

てやってきたのは、作業システムと言っている

んですけれども、高性能林業機械と、フォワー

ダー等の運材用の高性能機械を組み合わせて、

しっかり搬出できるように─それから搬出し

た山土場でトラックに積替えて、さらに、最近

は大きな道になったら、プルトレーラーとか、

ミニトレーラーで運ぶということで、かなり合

理化されてきていると考えております。

ただ、昨今の燃油価格の高騰で、特に素材生

産事業体の経営というのは、経費に占める燃油

の割合が高いことから、林野庁は素材の生産経

費や運材経費をまだ公表していなくて、今後調

査していくだろうと思いますが、かなり引き上

がっている可能性があると思っております。

ですから、単純計算いたしますと、令和２年

当時の生産経費と運材経費を木材価格14,800円

から差引くと、委員御指摘のとおり8,000円でご

ざいましたけれども、新しいデータが林野庁か

ら次の年に公表されますので、そこの時点で、

山元価格にどう反映されたのかという検証がで

きるのかなと思っているところであります。

○右松委員 本県もそうだと思いますが、熊本

県とか森林所有者から立ち木を買い受けて伐採

する業者というのは、連名で届出をする必要が

ありますよね。
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だから、伐出コストというのは、できるだけ

抑えていかないと、あまりにも海外との差が大

きいし、伐出コストと立木の価格が逆転してい

ますので、そのためにも、先ほど言った路網と

か、高性能機械とか、伐採から運搬までのコス

トというか、そこをできるだけ抑えていく、そ

のための御尽力をお願いしたいと思います。

○濵砂委員 次長のお話を今聞いていたんです

が、山主が直接、伐採業者と運搬業者に頼んで、

搬出して丸太価格に反映させると、おっしゃっ

たように、残りは半分ぐらいなんですよ。だか

ら、場所にもよるんだろうけれども、伐採と搬

出に、実際にそれだけコストがかかっていると

いうことは事実なんですね。これは経費がかかっ

ているのかもしれない。

元森林組合長が山を売ったんです。それは、

伐採業者に搬出も頼んでいるんです。そして、

木材市場で売ったら、やっぱり立米で半分ぐら

い残るんですよ。

私が言いたかったのは、もちろん、今、右松

委員が言われたのも、そこなんです。

そのシステムを、林業高性能機械だったら、

半分は補助金ですからね。だから、本来はもっ

と安くならないといけないのが、あまり安くなっ

ていないというのもあって、その辺がどうなっ

ているのかをお聞きしたかったんです。

○橘木環境森林部次長（技術担当） 濵砂委員

の御指摘のとおり、森林組合の組合員は森林組

合の委託林産という手法を取ることが可能です。

通常の素材生産事業体ですと、立ち木価格と

いうことで購入して、それが所有者の手取りに

なるのですが、委員の御指摘のとおり、森林組

合に委託することで、素材生産経費も実費で払

うと。市場での丸太の代金も所有者がもらって、

それを差し引くという手法は、以前から森林組

合では普通に行われていたんですけれども、一

方で、そうなりますと、例えば所有者が全てリ

スクを取らないといけないと。

例えば、赤字になったら、逆に所有者が払わ

ないといけなくなったりとか、そういったこと

があって、それが行われているかと言いますと、

そこまで多くない状況でございます。

森林組合も、立ち木で買って、組合員の方に

お支払いして、リスクは森林組合が背負うとい

うやり方で、買取り林産という方法を取ってお

ります。

そういう２つの手法があって、組合員であれ

ば、森林組合にどちらかやりますかということ

で提示できるのですが、それ以外の方について

は、実際は素材の生産事業体に立木のままで売っ

て、それをもらうという流れでございます。

私も森林組合の経理を実際に見た経験がある

んですけれども、伐出が難しいところは物すご

く利益が少なくて、赤字であったりとかいった

ものがあって、逆に所有者の組合員の方が払わ

れたりといった事例も、過去にはございました。

ですが、最近は森林組合も高性能林業機械の

補助とかをしっかりと受けておりますし、あと

トラックの輸送経費についても補助して、なる

べく手数料や使用料を安く迎えるといった手法

が取られている状況にございます。

ですから、言いたいのは、やり方としては二

通りあるんですけれども、どちらを選択するか

は、所有者の方の御意向で、どっちが有利かを

所有者自身が適切に判断できればいいんですけ

れども、なかなか判断することができませんの

で、森林組合等に森林施業プランナーという職

種の方を置いて、そういったサービスを組合員、

もしくは所有者向けにしていただくことで、な

るべくリスクを避けた形で、よりよい価格で買
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い取っていただける。もしくは、山元が自分の

所得になる手法を取っている現状でございます。

○濵砂委員 そうなんですよ。だから、以前は、

山を見渡せば、この山にはどのぐらいの木があ

るというのが分かるプロがおったんですよ。そ

ういった人が見て、この山は幾らだと。これが、

ほぼ当たるんですよね。

今は、個人の所有者は、特に小さい規模の所

有者は全く分からないんです。だから、業者任

せ。一般の値で売って、山元にかえってくるの

は２～３千円という程度なんですよね。伐出の

いいところもですよ。悪いところの場合は、やっ

ぱりそういったプランナーがちゃんと見て、指

導して、この山は幾らだというぐらいのものを、

ちゃんと山元に説明して出すと、トラブルは起

きないだろうと思うんですけれどね。

今後の検討課題としてしっかりした計画を立

てていただきますよう、よろしくお願いします。

○山下委員 核心だろうと思うんですよね。今、

原木が１万4,800円。それで、今、末端ではウッ

ドショックと言われるぐらい、製材業から出る

製品というのは、本当に市場崩れの高値で出て

いるんですよね。

私はその話を聞くときに、やっぱり今、時代

に乗っかった便乗値上げがあるのではないかと

いうぐらい、かなりの材が上がってきていると

思うんですよ。皆さん方は、仕入れた木材を、

いわゆる製材所が市場から買って、製材所がそ

れを賃びきして製品化して売るわけでしょ。柱

とか壁材とかいろんなものに加工していくだろ

うと思うんですが。

出口の平米単価というのは─製材所から出

る、いわゆる流通している平米当たりの製品の

単価というのは、ある程度把握されていますか。

○橘木環境森林部次長（技術担当） 製材工場

が原価として出す価格については、会社の単価

ですので、なかなかないんですけれども、例え

ば以前ですと、管柱─家を建てるときの柱

─が大体１本2,000円とかでございましたが、

最近では、この前の新聞によりますと、5,000円

とかに高騰しているといったような状況である

と聞いております。

○山下委員 私、山元に戻す値段的なことは、

ここをやらないと、製材所はウッドショックで、

空前の利益が出ているんですよ。

だから、原木搬出業とか、そういうところは、

山をたたいて買って利益を得ているのだろうと

思うんですが。

だけれども、製材業はいわゆる出口で、かな

りの価格で今出しているので、そのことを製材

業にも理解してもらいながら、仕入れ値が高く

ても売れるようなシステムを考えていかないと、

今の状況では、山元にお金は返ってこないと思

うんですよね。

それと、地域の中でも、民有林で個人の持ち

主が自分で山に木を植えて育てるというのは、

ほとんどないんですよ。森林組合とかそういう

ところに委託していかないと、できないわけで

すから、そういうところが再造林できるような

システムをしっかりとつくっていく。そのため

には、お金がそこに行くようなシステムをつくっ

て、再造林化を目指していかないといけないわ

けですから、その仕組みをもう一回じっくりと

考えていかないと。

それと、やっぱり山元にしっかりとお金が戻

るような仕組みは考えていかないといけないと

思うんですよね。

○橘木環境森林部次長（技術担当） 再造林を

進めるためにも、山元価格がしっかりと森林整

備の経費を上回って残り、次の投資に向かうと
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いった姿が理想でありまして、私どももそこを

目指しているところであります。

ただ、所有者につきましては、なかなかそう

いった価格が分からないといったようなことか

ら、そういったことができるような人材育成に

も取り組んでおりますし、今後、製材事業者も

含めて、川上、川中、川下の方が集まる場を、

ウッドショックを契機に設けております。

そういった場で、どうしたら山に還元できる

のかをしっかりと意見交換して、どういった仕

組みであれば、そういった経費が適切に、適切

な場所に返っていくのかをしっかりと検討して

いくために、今後そういう調査事業も含めて、

部内の中でもしっかりと検討していきたいと考

えております。

○山下委員 私も質疑しましたけれども、Ｊ─

クレジット制度とか、市民の果たす役割という

のを、製材業がもうかっているんだったら、やっ

ぱり一緒に森づくりを考えていかないと、何ぼ

でも仕入れるけれども、製材業は現場のことを

考えていないんですよ。

そのことを強くあなた方は行政指導しながら、

うまく循環するような仕組みをお願いしていか

ないと、山元だけの問題じゃないと思うんです

よね。製材業の皆さん方が山元に返せる、そし

て、貢献できる仕組みを考えないと。よろしく

お願いします。

○武田委員長 ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○武田委員長 それでは、以上をもって環境森

林部を終了いたします。

執行部の皆様はお疲れさまでした。

執行部入替えのため、暫時休憩いたします。

午前11時30分休憩

午前11時37分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、農政水産部長の概要説明を求めます。

○久保農政水産部長 農政水産部でございます。

先日は、原油価格・物価高騰等総合緊急対策

に関します補正予算を御承認いただき、ありが

とうございました。農政水産部では、早速、先

週の木曜日、６月16日に市町村やＪＡ、経済連

等々の担当者を集めて連絡会議を開催いたしま

した。その会議の中で、今回の県の対策の概要

を説明するとともに、これら関係団体と連携し

て迅速な支援に向けての取組を開始したところ

でございます。

議員の皆様方にも、引き続きの御指導、御支

援のほどよろしくお願いいたします。

お手元にあります常任委員会資料の表紙をめ

くっていただいて、目次を御覧ください。

本日の説明事項は、予算議案が１件、報告事

項が３件、その他報告事項が２件であります。

まず、Ⅰの予算議案は、議案第１号「令和４

年度宮崎県一般会計補正予算（第１号）」につい

てであります。

次に、Ⅱの報告事項は、損害賠償額を定めた

こと、令和３年度の繰越明許費及び事故繰越し

につきまして報告するものでございます。

最後に、Ⅲのその他報告事項としまして、令

和３年度の宮崎県農畜水産物の輸出実績並びに

新規就農者の確保・育成についての２件を御説

明いたします。

資料１ページを開いてください。

Ⅰの予算議案であります「令和４年度宮崎県

一般会計補正予算（第１号）」についてでありま

す。

（１）の歳出予算課別集計表は、今回の歳出
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予算を課別に集計したものでございます。

今回の補正予算については一般会計の補正の

みで、補正額につきましては集計表の太枠で囲っ

ているところ、令和４年度補正額Ｂの欄の下か

ら４行目でございますが、一般会計の合計の欄

に記載しておりますとおり、１億9,020万円をお

願いしております。

これらの補正予算の詳細につきましては、こ

の後、担当課長から説明させていただきます。

次に、右側の２ページを御覧ください。

（２）の繰越明許費についてであります。

公共農村総合整備対策事業など５事業で、関

係機関との調整等に日時を要したことによるも

のなどの理由により、８億7,430万円の繰越しを

お願いするものです。

資料11ページからの報告事項並びに15ページ

からのその他報告事項につきましては、この後、

担当課長から説明させていただきますので、御

審議のほどよろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○武田委員長 次に、議案等についての説明を

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

○川上農業普及技術課長 お手元の歳出予算説

明資料の53ページをお開きください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで440万円

をお願いしております。

内容について説明いたします。

55ページをお開きください。

（事項）病害虫発生予察事業費の440万円でご

ざいます。

本事業では、本県では昨年12月に初めて確認

されたトマトキバガという害虫の被害拡大防止

のため、緊急防除を支援するものでございます。

トマトキバガは、トマトの葉や果実に幼虫が

侵入・食害すると、果実品質が著しく低下し、

販売ができなくなります。現在のところ被害の

報告はございませんが、県内に設置しているト

ラップ調査で発生が確認されている状況にあり

ます。このため、今後、被害が懸念される夏秋

トマトの防除に係る農薬費の２分の１を補助し、

蔓延防止を図るものでございます。

農業普及技術課は以上でございます。

○馬場農業担い手対策課長 お手元の歳出予算

説明資料の57ページをお開きください。

当課の補正予算額は一般会計のみで、4,861

万8,000円をお願いしております。

それでは、内容について御説明いたします。

59ページをお開きください。

中ほどの（事項）担い手育成総合対策事業費、

説明欄の１、改善事業、きらり輝く農業人材確

保支援事業につきましては、後ほど常任委員会

資料で御説明いたします。

次に、２、みやざき農業経営者総合サポート

事業につきまして、3,424万5,000円をお願いし

ております。

この事業は、農業分野における様々な経営課

題の解決や改善を図るものですが、追加で採択

された国の事業を活用し、関係機関・団体に配

置するコーディネーターの相談体制を強化する

ものです。

次に、その下の（事項）構造政策推進対策費、

説明欄の１、農業委員会による情報収集等業務

効率化支援事業につきまして、125万8,000円を

お願いしております。

この事業は、農業委員会が農地の利用状況や

出し手・受け手の意向等を効率的に把握し、関

係機関と情報を共有するための機器を導入する

もので、国の繰越予算に伴い増額となるもので
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す。

次に、２の新規事業、集落営農活性化プロジェ

クト促進事業につきましては、常任委員会資料

で御説明いたします。

それでは、常任委員会資料の３ページをお開

きください。

きらり輝く農業人材確保支援事業の改善事業

（農福連携人材育成事業）でございます。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、高齢化や人口減少に伴い、他産業と

の人材確保競争が激化する中、農業分野におけ

る多様な人材確保の取組を推進していくもので

すが、今回新たに創設された国の事業を活用し、

多様な人材の一つである農福連携の取組を強化

するものです。

事業の概要につきましては、右側の４ページ

のポンチ絵を御覧ください。

現状・課題にありますとおり、農福連携にお

きましては、農業と福祉、それぞれの専門知識

が必要ですが、双方の知識不足や認識不足が壁

となっており、農業現場で様々なアドバイスが

できる人材が求められております。

このため、中ほどの取組内容にある１、専門

人材の育成におきまして、農林水産省のガイド

ラインに基づいた障がい者雇用に関する研修を

実施し、農業現場で助言・指導を行う専門人材

として、国認定の農福連携技術支援者の育成を

行います。

また、２、地域ネットワークの構築におきま

しては、各地域においてセミナーや意見交換の

開催、先進事例の調査等を実施し、地域ごとに

農業と福祉の双方の関係者の交流活性化を目指

します。

以上により、本県による農福連携の取組推進

を強化し、地域の実情に応じた多様な人材の定

着促進を図っていくことで、職業として多くの

人に選ばれる魅力ある本県農業の実現へつなげ

ていきたいと考えております。

左側の３ページ、２の事業の概要を御覧くだ

さい。

予算額は500万円、事業期間は令和４年度を予

定しております。

次に、常任委員会資料の５ページをお開きく

ださい。

新規事業、集落営農活性化プロジェクト促進

事業でございます。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、集落営農組織が経営課題を乗り越え、

経営体として持続的に発展することができるよ

う、今回、新たに創設された国の事業を活用し、

集落営農の活性化に向けたビジョンづくりとビ

ジョンに基づく具体的な取組を支援するととも

に、関係機関・団体によるサポート体制の構築

に取り組むものです。

事業の概要につきましては、右側の６ページ

のポンチ絵を御覧ください。

上の段の現状・課題のとおり、集落営農は地

域の重要な担い手でありますが、新たな組織の

設立は、平成21年以降は低調で、平成29年の140

をピークに、現在135組織と減少し、構成員の高

齢化も加速していることから、スマート農業な

どの先進技術の導入や、多様な発想による新た

な取組の展開、また、集落営農の運営に不可欠

な人材を雇用できる経営基盤の強化が必要です。

このため、本事業では、中ほどの取組イメー

ジにありますように、左側の①ビジョンづくり

への支援では、集落が目指す農業の姿と具体的

な戦略を検討しながらビジョンづくりを支援す

るとともに、右側②具体的な取組の実行への支

援では、策定したビジョンを実行するため、例
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えば、人材の確保では雇用賃金や社会保険料な

どを、収益力向上では、高収益作物の試験栽培

や販路開拓などを、組織体制の強化では、法人

化に係る経費などを支援し、集落営農の活性化

を図ることとしております。

また、併せて、③では、普及センター、ＪＡ、

市町村等が連携して課題解決を目指す集落営農

組織に対しまして、集中的にサポートする取組

を強化してまいります。

左側の５ページ、２の事業の概要を御覧くだ

さい。

予算額は811万5,000円、事業期間は令和６年

度までの３年間を予定しております。

農業担い手対策課からは以上でございます。

○海野農産園芸課長 歳出予算説明資料の61ペ

ージをお開きください。

当課の補正予算額は一般会計のみで、１

億2,197万円をお願いしております。

それでは、内容について御説明いたします。

63ページをお開きください。

（事項）スマート農業産地づくり事業費の説

明欄の１、スマート農業等生産団地創出支援事

業でございます。

当事業は、本県農業の生産力低下や需要の変

化に対応するため、地域の特徴に応じた農業生

産のスマート化、団地化など産地の構造改革を

加速するための取組を支援することとしており、

当初予算で2,533万9,000円を措置させていただ

いております。

今回の補正につきましては、小林市において

国の事業を活用し、カンショや里芋といった加

工・業務用野菜の産地拡大に必要な収穫機の導

入を予定していることから、1,442万円の増額を

お願いするものであります。

その下の２、新規事業、みやざきデジタル施

設園芸産地構築事業につきましては、常任委員

会資料で御説明をいたします。

常任委員会資料の７ページをお開きください。

この事業は、１、事業の目的・背景にござい

ますように、本県施設園芸の生産性向上を図る

ため、デジタル技術を用いて温度や湿度などの

ハウス内環境データ等を効率的に活用できる仕

組みを構築することにより、高収量を上げる産

地体制の整備を図るものであります。

具体的には、右側のページで御説明いたしま

す。

まず、現状と課題にございますように、本県

農業における耕種部門の生産は低下傾向にあり、

現状を打破するためには、１戸当たりの規模拡

大や単位面積当たりの収量向上による生産性向

上が課題となっております。

単収向上については、ハウス内の環境データ

等を見える化し、高い単収を上げる例も出てき

ておりますが、その利用は一部の生産者グルー

プなどにとどまっており、県全体での効率的な

データ活用の体制整備が必要でございます。

このため、取組内容にございますように、ス

テップ１、データの収集、ステップ２、蓄積、

ステップ３、提供という３つのステップをデジ

タル技術を活用し、地域の枠を超えて回転させ

る体制整備を行います。

具体的には、ステップ１としまして、本県の

主力品目であるキュウリ、ピーマンの生産者150

名程度に温度や湿度などの環境データを測定す

る装置を設置し、データを収集いたします。

次に、ステップ２として、得られたデータを

共有基盤に蓄積し、さらに、ステップ３として

グラフなど分かりやすい形で見える化したデー

タを県内の施設園芸農家等にフィードバックし、

高単収の管理情報を共有することなどによって、
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産地全体の底上げを図ってまいります。

また、下段にあります、みやざき農業ＤＸス

タートアップ事業において、技術員がデータ分

析ツールを活用し、高度な分析を加えた助言な

どを行う予定であります。

左側のページ、２の事業の概要を御覧くださ

い。

予算額は１億755万円で、事業期間は令和４年

度を予定をしております。

農産園芸課からは以上でございます。

○赤嶺漁業管理課長 お手元の歳出予算説明資

料の65ページをお開きください。

当課の補正予算額は一般会計のみで、1,521

万2,000円をお願いしております。

それでは、内容について説明いたします。

67ページをお開きください。

一番上の（事項）資源管理対策費、説明欄の

１、新規事業、海藻等養殖生産安定化緊急対策

事業につきましては、後ほど、常任委員会資料

で御説明いたします。

次に、その下の（事項）漁獲管理対策費、説

明欄の１、国連海洋法条約対策事業につきまし

て、461万2,000円をお願いいたしております。

これは、改正漁業法に基づく漁獲報告の義務

化に対応するため、漁獲情報等の電子的な収集

及び国への自動的な報告が可能となりますよう、

システム改修が必要となったことから、所要見

込額が増となったものでございます。

それでは、常任委員会資料の９ページをお開

きください。

新規事業、海藻等養殖生産安定化緊急対策事

業でございます。

まず、事業の目的・背景ですが、本県で広が

り始めたワカメ・カキの養殖は、収入確保のた

めの複合漁業の一つとして取り組まれておりま

すが、いまだ生産が不安定であり、海域の栄養

塩類の不足が主な要因と言われておりますこと

から、栄養塩類強化に関する科学的な検証と効

率的な技術の確立を図るものでございます。

事業内容は、右側のポンチ絵で御説明いたし

ます。

上段の現状と課題でございますが、本県の海

藻等養殖におきまして、左の表からは、ワカメ

の生産が不安定で、近年は著しい不作であるこ

と、また、右側のグラフからは、カキの餌とな

るプランクトンの珪藻類が一年中を通して極め

て少ないことがお分かりになると思います。本

県の海域では、栄養塩類が不足している可能性

が高いことがうかがえます。

そのため、海藻等の養殖の継続を危ぶむ漁業

者からは、栄養塩類の強化と生産安定の技術開

発が強く求められておりまして、喫緊に解決す

べき課題として、本事業に取り組むものです。

中段を御覧ください。

１つ目は、先行する他県の事例も参考といた

しながら、既存の施肥材を中心に、陸上水槽で

の溶出試験等により、安全な栄養塩類強化材の

探索と使用方法の検討を行います。

２つ目は、生産海域における潮の流動や栄養

塩類の状況を把握し、海域への効果的な栄養分

の供給を図るための検討を行います。

３つ目は、生産物の安全性や養殖生産の効率

性等について、第三者に評価していただくため

の協議会を設置いたします。

事業効果といたしましては、本事業で得られ

た知見について、早急に生産現場での実証を経

て、安全な技術として確立することで、本県に

おける海藻等養殖の生産量向上と安定が図られ

ます。

左側のページに戻っていただきまして、２の
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事業の概要を御覧ください。

予算額は1,060万円、事業期間は令和４年度を

予定しております。

漁業管理課からは以上です。

○武田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

たが、11時55分を過ぎておりますので、ここで

お諮りいたします。

質疑につきましては、本日の午後１時10分か

ら行いたいと思いますがいかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 御異議ないようですので、午後

１時10分の再開といたします。

暫時休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時６分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、午前中に説明が終了いたしました

ので、質疑をお願いいたします。

○山下委員 農業担い手対策課の改善事業、農

副連携人材育成事業ですが、６～７年前に、農

家の人を社会福祉法人に派遣して─あのとき

は年間30万円ぐらいだったかと思うんですけれ

ども─年間契約で週に１～２回行ってもらう

ような事業があったと思うんですが、これは福

祉保健部だったのか、農政水産部だったのか分

かりませんが、それの継続事業みたいなもので

すか。

○馬場農業担い手対策課長 委員が御指摘の事

業につきましては、掌握してございませんが、

今回の事業は国の事業を受けた新しい取組の事

業でございます。

○山下委員 あなた方が知らないというんであ

れば、福祉保健部の事業であったと思います。

私の近所でも農家の人が派遣されて、私も６

年か７年ぐらい前、いろんな相談を受けたから

記憶があるんです。ニンニク栽培のベテランだっ

たんですが、ＮＰＯ法人に行って、そこでいろ

んな連携を取って、いい実績を上げたというこ

とは聞いていたんです。

あなた方も、福祉保健部の事業でそういうこ

とがあったんだったら、そこ辺のいろんな問題

意識を持って、新たに取組をしないと。同じよ

うにやったって効果は出ないわけですから、そ

の辺の検証をぜひしてみてください。よろしく

お願いします。

○馬場農業担い手対策課長 今回の事業につき

ましても、福祉保健部との共通認識がないと進

められないものでございますので、事業の共有

をしながら進めていきたいと思います。

○山下委員 今回、１人の派遣に対する金額は

決まっているのですか。

○馬場農業担い手対策課長 今回は、研修を実

施する内容になっておりますので、１人当たり

に対する支援金というものはございません。

○山下委員 ボランティアでやるんですか。何

らか人材派遣の予算措置はしていないのですか。

○馬場農業担い手対策課長 こちらの事業につ

きましては、アドバイスする専門人材を育成す

る内容になっておりまして、例えば、県内の農

業改良普及センターの職員ですとか、市町村の

職員などに、国が認定しますカリキュラムに基

づきまして、一定期間の研修を行います。その

上で、国の実施します試験に合格した者を専門

人材といたしまして、農福連携支援者として位

置づけるものでございます。

○山下委員 確認ですが、ＮＰＯとか社会福祉

法人に、就労継続支援Ｂ型の人たちの支援員が

いるんですが、その支援員の教育をやっていこ

うということですか。
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○馬場農業担い手対策課長 今回の事業につき

ましては、農業現場と福祉現場の両方の橋渡し

をするような専門人材といたしまして、対象は、

先ほど申し上げました農業サイドの普及員です

とか、市町村の職員等を想定しているところで

ございます。

○山下委員 県の職員とか市町村の職員が、Ｎ

ＰＯとか社会福祉法人に行って支援しようとい

うことでしょうが、そこまでの時間が取れます

か。

○馬場農業担い手対策課長 委員会資料の４ペ

ージのポンチ絵を御覧いただきたいと思います。

委員が御指摘の支援員というのは、右側の障

がい者サービス事業所にいる支援員と思われま

すが、今回考えている専門人材は、中ほどにい

る農業サイドと福祉サイドのちょうど中間を

マッチングさせるような方々を想定しておりま

して、双方のニーズを把握できるような人材を

育成することを想定しております。

○山下委員 民間にお願いするということです

ね。

○馬場農業担い手対策課長 想定といたしまし

ては、農業サイド、福祉サイド、両方を把握で

きる方ということで、先ほど申し上げました普

及員ですとか、市町村の職員を想定していると

ころでございます。

○山下委員 だから、当初説明があった労務管

理費というのは要らないということですね。

○馬場農業担い手対策課長 そのように考えて

いるところでございます。

○ 原委員 今いろいろ話を聞いて、この専門

人材を育てるのが目的だなと分かるんだれども、

この事業の目的・背景に、「多様な人材がより定

着しやすい環境の整備等を図る」と書いてある

んです。そのための専門人材を育成するとか、

そこを書いておけばいいのにと思います。

聞いていると、資料の真ん中のこの専門人材、

この人を育成するんだと、分かりやすく仲人と

言えば、すとんと落ちるんだけれども、その辺

を何か難しくしているから分かりづらいです。

事業のポイントを言ってもらえれば十分です。

○濵砂委員 私もこういう関係の仕事をしてい

たんです。Ｂ型事業所の中で、あの当時はトマ

トを作ろうとハウスを造って、一度始めたんで

す。普及センターに指導してもらえませんかと

相談に行ったのですが、嫌がってしてくれなかっ

たんです。

そういう状況で、その後に、今度はハウスを

建ててイチゴを始めました。イチゴの専門家は

県のＯＢの方にお願いして、その人はボランティ

アで来てくれたんですけれども、市町村に相談

してもなかなか乗ってくれない。これが現実で

す。だから、これをやるんだったらしっかりやっ

てもらわないと、計画倒れになります。課長、

しっかりやってください。見ていますから。

○馬場農業担い手対策課長 昨年５月に福祉事

業所197か所で調査をし、その中で139の事業所

から回答がありまして、82の事業所が何らかの

形で農福連携に取り組んでいらっしゃるところ

です。

今、委員が御指摘のとおり、実際の栽培技術

等の課題があるということで伺っておりますの

で、今回の事業を活用いたしまして、双方の調

整、それから栽培技術の支援等も含めて検討し

てまいりたいと思います。

○濵砂委員 よろしくお願いします。ちゃんと

見ておきますから。

○坂本副委員長 関連で同じく４ページなんで

すけれども、このポンチ絵の中で、障がい福祉

サービス事業所との間を仲介するということで
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理解できるんですが、左側に障がい者の直接雇

用という部分があります。これは、これまでの

障がい福祉サービス事業所で農福連携をやって

きた成果とか実績を背景にして、こういう作業

内容であれば農業経営者の方が直接障がい者を

雇用してもやっていけるんじゃないかという見

込みがあるとか、また、農業従事者の方から直

接雇うことに対しての支援をもらいたいという

声があるとか、県内でそういう背景があって、

この中に組み込まれているということなのか、

国の事業がベースになっていると思いますので、

そのあたりを教えていただけますか。

○馬場農業担い手対策課長 私どもも農業法人

に対する個別のヒアリング等を行う中で、生産

現場や集出荷場での雇用の確保が非常に難しく

なっていて、障がい者の活躍も視野に入れてい

るということは伺っております。

しかしながら、相談先が分からないですとか、

どんな作業ができるのか、接し方が分からない

というお話も伺っております。

障がい者を活用されている農業法人の方から

は、障がいの程度によりまして、作業はある程

度絞られてはきますけれども、作業が非常に丁

寧で正確であるとか、真面目で一生懸命である

などの意見もいただいているところでございま

す。農業分野における潜在的な需要が想定され

ますので、そのあたりも研究しながら進めてま

いりたいと思っております。

○坂本副委員長 その場合は、障がい者の方で

あっても、一人の労働者として雇用するという

形態を取られて、いわゆる障がい福祉サービス

事業所に所属されている方、そこに入所されて

いる方とはまた別の、例えば障がい福祉サービ

スの管理とかは発生しないということを想定さ

れていると理解していいんですか。

○馬場農業担い手対策課長 作業所内での作業

もございますし、それから、お話がありました、

直接農業者の方が雇われて作業をされるパター

ンもございます。請負というような形も想定さ

れますので、いろんなパターンを検討しながら

進めていきたいと思っております。

○坂本副委員長 少し言い方が悪かったかもし

れませんけれども、直接雇用で雇われる場合、

一労働者として扱われることを想定されている

と考えていいんでしょうか。

○馬場農業担い手対策課長 直接雇用の場合は、

健常者と同じく、契約を交わした上での作業に

なってくるかと思っております。

○坂本副委員長 分かりました。

○山下委員 話を聞いていると、500万円という

予算をどこに使って効果が出るかなということ

で、私はどうもこれは納得できないんです。

農福連携というのは、主従の関係を大事にし

ないといけないと思うんです。例えば、農業を

やっている人とかが主で、従たるＮＰＯ、社会

福祉法人あたりがその手助けをする、障がい者

の就労支援をしていく、この形はしっかりとで

きているんです。

以前、福祉保健部の予算でやっていた、野菜

を作っているＮＰＯとかに専門の農家が出向い

て、作り方の指導をする。これがもう一番効果

的だったんです。生きた予算になったんです。

障がい者自立支援法ができて、Ｂ型、Ａ型の雇

用に向けた施設外就労とか、実績はかなりつくっ

てきたんです。

今、農業法人も雇用の問題が非常に厳しくなっ

ていますから、そこに福祉の人たちが行って

─いわゆる野菜の袋詰めとか、そこはもう十

分機能していると思うんです。あなた方はわざ

わざ仲介する専門人材を育てるということです
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が、それは農家の人たちが専門で、事業所とう

まくコミュニケーションをとっていったほうが

─普及センターの人に連絡して、野菜担当と

かと連絡を取り合えるようにしてあげて、いろ

んな状況をたまに見に来てもらうという対応は

できていると思うんです。

新たな専門人材を育てて、仲介をする必要が

あるのかと疑問に思います。500万円の経済効果

が分からないです。どういう絵を描いているの

か、もう少し教えてください。

○馬場農業担い手対策課長 今回、改善事業と

して取り組んでおりますこの事業につきまして

は、大本はきらり輝く農業人材確保支援事業と

いうことで、常任委員会資料の３ページの（５）

の事業内容の②の農業人材ベストミックス支援

事業で全体的なことを取り組んでおりまして、

各地域における多様な人材の調整を地域ごとに

進めていくことにしております。

その中の一つとして、今回は手薄であった農

福連携について、特に間に入る専門人材の位置

づけが弱かったものですから、ここにてこ入れ

し、多様な人材の一つとして農福連携を強化し

ていこうと思っているところでございます。

○濵砂委員 少し気になるんですが、障がい者

施設には、支援員がちゃんとついているんです。

その支援員が農家に行って、一緒に作業しなが

らいろんなことを教えていただくんです。この

利用者の方、いわゆる障がい者の方に直接教え

るというのは、非常に困難なんです。しかし、

さっき私が言ったように、普及員は教えてくれ

と言っても全く教えてくれないし、市の職員も

あんまり相手にしてくれない。教えられないん

です。

農家の方にお願いに行って、支援員がついて

仕事をする、これはこんなに簡単なものじゃな

いです。実際は、最初は支援員が仕事するよう

なもの。障がい者の人たちは全く分かりません

から、それを見て、何か月もやることによって

やっと覚えてくるんです。覚えたらしっかりや

るんです。だから、普及員とか市職員が間に入っ

て指導していくというのは非常に難しいんじゃ

ないかなと個人的には思うんですけれども、で

もこれは国の事業で県がやろうとすることです

から、地道にやっていかないと、なかなか難し

いかなと私は思います。

○馬場農業担い手対策課長 委員の御指摘のと

おり、県の中でも農政サイドの農福連携の取組

というのは、まだまだ歴史も浅いものですから、

弱いところは確かにあるかと思います。そうい

う意味で、今まで農福連携の担当というのが、

普及センターでも明確にありませんでしたので、

今回の国に準じた研修を受けることで、それぞ

れの問題点をまずは把握した上で、少しずつ強

化していければと思っております。きっかけづ

くりということで進めさせていただければと

思っているところでございます。

○山下委員 今、福祉事業所は農業に限らず、

この前、杉のコンテナ苗を作っているところに

行ったら、そこにもいらっしゃいましたが、支

援員の人たちがかなり作業しないとＢ型利用の

人たちには時給は払えないんです。

というのは、もう本当に、動作も遅いし、草

と苗が分からなくて抜いてみたり、だから、利

用者に高い工賃を払おうと思えば、もう支援員

の頑張り一つなんです。

支援員の人たちに専門的な知識を持つ人材を

しっかり確保するのが、福祉事業をやっている

人たちの生命線なんです。だから、その人材を

しっかりと育てていかないといけないのに、わ

ざわざまた意味の分からんような人材を育てる
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んだと、私はそれで効果がどれだけ出るのかが

非常に疑問です。濵砂委員も言ったように、あ

なた方も目的をしっかりと持って、検証してい

く。工賃がどのくらい上がるかというのは支援

員の人たちの力次第ですから、そのポイントを

しっかりとつかまえておかないと。

○馬場農業担い手対策課長 私もＢ型の事業所

の方の農福連携のテスト的なものは以前携わっ

たことがございます。委員が御指摘のとおり、

支援員の方に間に入っていただくことで、障が

い者の方の潜在的な能力を引き出すことができ

るなと実感したことがございますので、支援員

の方と農業者の方の橋渡しができるような専門

人材の育成に努めていきたいと思っております。

○山下委員 もう10何年前から障がい者の工賃

倍増計画などがあってやってきたけれども、そ

の実績に行き着かないんです。Ｂ型の人たちが

もらう工賃が平均１万２～３千円でしたか。そ

の辺からあなた方も勉強して、じゃあこれをや

ることでどれだけ工賃向上につながるんだと、

その評価をしておかないと。よろしくお願いし

ます。

○久保農政水産部長 今御指摘があったように、

工賃の件もあります。そういったところは、農

業サイドとしてうまくこの人材育成事業を使い

ながら─全体としては2,000万円ぐらいの大き

な事業を組まさせていただいておりまして、こ

の中で②以降は農業現場の環境整備とかをやっ

ていこうという事業でございます。それをしな

がら今回の事業で、先ほど濵砂委員がおっしゃっ

たように普及センターに聞いても分からないと

いうことがないように、そういう講師の派遣な

りをさせていただいて、当然、福祉分野とも連

携をさせていただきながらしっかり取り組んで

まいりたいと思っております。

○右松委員 みやざきデジタル施設園芸産地構

築事業ですが、１億755万円ということで、ここ

数年スマート農業ということがかなり言われて

いる中で、この環境制御技術の導入戸数なんで

すけれども、令和元年が321戸で、令和７年の目

標が786戸です。

これはハウス内の環境の見える化ということ

になろうかと思いますが、これは直近では導入

戸数は伸びているんでしょうか。今どういう状

況なのか教えてもらえないでしょうか。

○海野農産園芸課長 環境測定装置、環境制御

装置の導入に関しましては、令和元年の数字を

載せております。直近、令和３年の実績で申し

ますと、404戸になっておりまして、目標にはま

だ遠いですけれども、着実に普及を進めている

ところでございます。

○右松委員 分かりました。右側のポンチ絵に

ありますけれども、今回、生産者150名というこ

とで─これは結局、データを検査場もしくは

民間クラウドで蓄積して、そしてそれにスマホ

か何かで収量データ等を送って、そしてまたそ

れに対して比較データ等を提供していくという

形ですので、非常に有効的だと思います。

この事業費１億755万円というのはどういう積

算をされてこの数字になっているんでしょうか。

○海野農産園芸課長 150台の環境測定装置の単

価を１台当たり50万円と見積もっておりま

す。7,500万円余ということになりますが、残り

につきましては、データ共有基盤のサーバー整

備などとして計上させていただいております。

○右松委員 これは最適な環境をつくるための

いろんな自動制御がハウスの中で必要になって

きますけれども、そのあたりのことは入ってい

ないわけですか。あくまでもデータ収集とそれ

をフィードバックするということですか。
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○海野農産園芸課長 委員の御指摘のとおり、

今回の事業につきましては、環境モニタリング

の体制整備ということでございます。これを受

けての自動制御機械などについては、別途各種

事業で整備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○右松委員 分かりました。令和７年、目標786

戸ということですので、それに向けて進めてい

ただきたいと思います。

○山下委員 海藻等養殖生産安定化緊急対策事

業について教えてください。

資料の10ページの絵の真ん中なんですが、

「１、安全な栄養塩類強化剤の探索」、これはど

ういう内容の物質が入っているんですか。

○赤嶺漁業管理課長 安全な栄養塩類強化剤を

探索するとなっておりますけれども、海藻類は

植物ですので、今回考えておりますのは、農業

等で使われておりますいわゆる肥料です。特に、

不足していると思われている成分が、窒素とリ

ンになりますので、そういうものが含まれた施

肥剤、肥料を使用しようと考えております。

○山下委員 専門用語が分からない部分があっ

たんですが、この事業については当初、農業部

門から豊かな藻を育てるために堆肥を利用した

らいいじゃないかとかいう提案があって、政策

審査会で坂口議員からこれは水産部門でやるべ

きじゃないかということで議論をした経緯が

あったと思います。そういう窒素というのは、

例えば尿素などの化学肥料なのか、それとも有

機的なものを使う計画なのか、その辺を教えて

ください。

○赤嶺漁業管理課長 当初の予定では、堆肥、

そういったものを使うとしておりましたけれど

も、中身といたしましては、農林水産バイオマ

ス─いわゆる畜産由来のもの、水産由来のも

の、例えば、畜ふんとか魚かす、あとは加工残

渣とかそういったものを原料とした肥料が、既

に県内の肥料メーカーなどで作られておりまし

て、そのような畜産・農林・水産バイオマスを

原料としたものを使いたいと考えております。

ただ、不足する分に関しましては、委員のおっ

しゃられた尿素とか、いわゆる化成肥料分も適

宜、コスト等も考えながら組み合わせて、どれ

が一番海藻を育てるのにいいかということを検

証していきたいと考えております。

○山下委員 分かりました。有機物を使うとい

うことの理解でよろしいですね。

○赤嶺漁業管理課長 一部はそういったものも

使っていきたいと考えております。

○山下委員 強化剤とかこの表現の仕方に問題

があるのではないですか。強化剤という表現に

してくると、何か化学物質を思わせます。

海の資源というのは、いわゆる川上、川下論

の中で、豊かな緑資源、山の資源に含まれる有

機物が川下に流れていって、そこで豊かな海の

自然を織りなしていく。川から流れてくるそう

いう有機質が足りないから、藻が発生しなくて

プランクトンがうまく成長しないとか、そうい

う一体的な理論、それがなされた上での今回の

こういう試験なのか、そこ辺の見解を教えてく

ださい。

○赤嶺漁業管理課長 窒素とかリンといった栄

養分を含んだもの、塩類を強化するということ

で、確かに化学的なものという印象を受けます

けれども、そもそも元来、委員もおっしゃった

ように河川などを通じて海の中に流れ込んでい

たものです。近年、浄化施設などの発達により

まして、そういうものが海に流れ込みにくい状

況ができているということが、全国的に知られ

ているところです。
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それで、宮崎県内でも、委員会資料の10ペー

ジの上のほうに、カキの餌となる珪藻類の経月

変化を示しておりますけれども─この珪藻類、

プランクトンです─それが増えない理由とい

うのも、やはり栄養となる塩類、窒素やリンが

足りないからであると考えられております。

ということで、今回の事業といたしましては、

②の生産海域の現況調査で、湾内での栄養塩類

の把握を行いまして、実際に足りているのか、

何が足りないのかということをしっかりとつか

まえた上で、今回栄養塩の強化剤と申しており

ますけれども、いわゆる肥料、それをどのくら

い施肥したらいいかということについて検討し

ていきたいと考えております。

○山下委員 午前中、環境森林部の審査があり

ました。その中で大淀川など一部の河川でやっ

ぱりＢＯＤ、窒素を含むいわゆる有害物質じゃ

ないんだけれども、畜産由来の数値が高くて、

まだ改善されていないという報告があったんで

す。川に流す水はきれいにしないといけないと、

だから住宅地の単独槽を合併浄化槽にしないと

いけない、下水道もしっかり整備しないといけ

ない、つまり、水をきれいにしようという運動

があるんです。それと同時に、自然形態が崩れ

てきているから、藻の発生がないということも

分かるんです。畜産の排泄物というのはもうほ

とんどが塩分ですから、それで調整しようとい

うことだろうなと思うんです。

であれば、そこ辺のことを環境森林部ともしっ

かり連携しながら、水は浄化しないといけない

わけですから、川もきれいになってくる。

ところで、全国でこういう実験データを出し

たところはあるんですか。

○赤嶺漁業管理課長 瀬戸内海や有明海では、

下水処理施設から出している処理水の栄養塩、

特に窒素の排出量が少なくなって、それが原因

となってノリとかワカメとかが育ちにくいと

いった結果が出ています。

また、一部の地域では、下水処理施設から出

てくる窒素の排出量を制限するのではなくて、

基準を甘くすることで、養殖場に栄養塩を供給

しているという事例もございます。

○山下委員 だったら、川をあんまりきれいに

しなくていいということになる。何か逆のよう

な気がする。

例えば、30年ぐらい前は、大淀川の上流域で

魚の尾びれがなかったり、背びれが欠けていた

り、骨が曲がったりしたから、汚染された環境

のせいで魚関係のいわゆる奇形が出てきたんだ

と。それで浄化しないといけないということで、

大淀川の浄化運動が起きて、下水道にしたり集

落排水を入れたり、合併浄化槽を入れたりして、

これは本当に大きな運動で、大淀川をきれいに

してきたんです。海の資源が変化しているとい

うことはその弊害じゃないかなと思います。

その辺も県の大きな課題ですから、環境森林

部と協議して進めていかないと、坂口議員も、

畜ふん等で海がきれいになるはずがないんだと、

そこでちゃんと藻が育つはずがないんだという

議論もされていたから、事業を進める上でその

辺の整合性をしっかりとしてください。

それから、この事業はどこでやるのですか。

○赤嶺漁業管理課長 ①の安全な栄養塩類の探

索については、陸上水槽で行おうと思っていま

すけれども、②の生産海域の現況調査について

は、まずは南郷の外浦港湾内を調べたいと考え

ております。実際、そちらのほうでワカメの養

殖やカキの養殖が行われております。

○ 原委員 先ほど環境森林部の審査で、令和

３年度の県内の水質等の測定結果を聞きました。



- 31 -

令和４年６月22日(水)

今もお話がありましたけれども、ＢＯＤ、大

淀川それから花ノ木川、いわゆる都城盆地辺り

の数値が悪いということで、堆肥の野積みとか

そういうのはやめようと、そういう法律ができ

て大分経ちます。

それでもなかなか例年よくならないので、そ

うなると、環境森林部がそういう測定をして、

水系ごとにしっかり調査して、もし畜産由来の

ＢＯＤの値が高く出るんであれば、農政水産部

と連携して両方が水質がきれいになるようにそ

の原因を探って、最終的には大淀川に流れてそ

れを相生橋付近で取水して、宮崎市民が飲料水

として飲んでいるんだからという話もして、私

は都城市で伏流水を飲んでいるから非常におい

しいわけですけれども、確かに味は違います。

カルキの量とか臭いとかが全然違うというこ

とを言いたかったんですが、今度は海藻類の話

を聞くと、あまり水をきれいにすると、栄養が

なくなってしまうということで、二律背反にな

ります。

川をきれいにしないといけないというのは当

たり前のことです。

だから、今度は、もしそれが原因で、こんな

に栄養分の少ない海になっているんだとしたら、

これはこれで研究を進めていくことに非常に意

味があるだろうと、またこちらも否定すること

ではないと思いますので、大いにやっていただ

きたいと思うんです。

ただ、そこには問題が２つあって、今言いた

いのは、川が汚れてＢＯＤの酸素要求量が多い

ということ、これは環境森林部と協力して、農

政水産部と関連しているところが原因であれば、

その原因をつかまえていただいて、臭い臭いは

もとから絶たなきゃ駄目ということで、そこを

改善していただきたいということをひとつお願

いして、あとこちらは、何か栄養を与えること

を考えないといけないわけですから、こちらに

ついても、二律背反じゃなくて、それぞれが成

り立つ形で進めていかないといけないというこ

とですよね。

○赤嶺漁業管理課長 環境森林部ともしっかり

とその情報を共有しながら進めてまいりたいと

思います。それぞれの河川、そして湾は、やは

りそこに流れ込んでくる川があったりなかった

り、いろいろな状況がございますので、そういっ

たところも丁寧に調べながら、適した施肥を使

用していきたいと思っております。

○武田委員長 ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○武田委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

○小林農政企画課長 常任委員会資料の11ペー

ジをお開きください。

損害賠償額を定めたことについて、専決処分

を行いましたので、御報告いたします。

事案は、公用車による交通事故１件でござい

ます。

令和３年12月２日、都城市高城町桜木1377番

地先路上において、公用車が左折しようとした

ところ、相手方の所有するブロック塀に接触し

破損させたものでございます。

原因は、運転者が左折時に周囲の安全確認を

怠ったこと及びハンドル操作を誤ったことによ

るものでございます。

損害賠償額は７万2,000円でございますが、県

が加入する保険から全額支払われております。

交通安全につきましては、機会あるごとに職

員の安全運転に対する意識啓発に努めておりま
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すが、今後とも一層の徹底が図られるよう再発

防止に向けまして、厳しく指導してまいりたい

と考えてございます。

続きまして、12ページを御覧ください。

令和３年度宮崎県繰越明許費繰越計算書につ

いてでございます。

令和３年度に、議会において承認いただきま

した繰越事業について、繰越額が確定しました

ので、御報告いたします。

13ページをお開きください。

表の一番下に記載しておりますとおり、農政

水産部全体で31の事業でございまして、繰越額

は137億2,286万8,110円となっております。

繰越しの主な理由といたしましては、国の補

正予算の関係等により工期が不足することによ

るものや、関係機関との調整等に日時を要した

ことによるものなどでございます。

14ページを御覧ください。

令和３年度宮崎県事故繰越し繰越計算書につ

いてでございます。

表の一番下に記載しておりますとおり、農政

水産部全体で５つの事業でございまして、繰越

額は11億9,649万9,000円となっております。

繰越しの理由といたしましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、事業主体におい

て事業が繰越しとなることによるものなどでご

ざいます。

なお、繰越しの事業の執行につきましては、

関係機関と連携を図り、早期完了に努めてまい

ります。

○武田委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はございませんか。

○山下委員 14ページの事故繰越ですが、農村

整備関係を中心に、新型コロナウイルス感染症

の影響によるということですが、これは会議そ

のものができなかったのか、職員が感染したり、

相手が感染したり、そういう影響があったのか、

その辺を教えてください。

○鳥浦農村整備課長 この新型コロナウイルス

による影響は、当初、施工についての説明会等

を予定しておりましたが、５月から８月の緊急

事態宣言等によって用地交渉を自粛したり、ま

たは地元から自粛の要請があったために説明会

の開催が遅れたものでございます。

○山下委員 午前中、環境森林部の審査があっ

たんですが、コロナの影響により事故繰越になっ

たものは出ていなかったんです。初めてこれが

出てきたから、確認したところでした。畜産も

理由は一緒ですか。

○林田畜産振興課長 畜産振興課の事故繰越に

つきましては、養豚畜舎になりますけれども、

コロナの影響で半導体が不足し、インバーター

の確保が困難になったというのが大きな影響で

ございます。

○武田委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いいたします。

○松田農業流通ブランド課長 常任委員会資料

の15ページをお開きください。

令和３年度の宮崎県産農畜水産物の輸出実績

についてであります。

１の概要でございますが、（１）にありますと

おり、世界的にコロナ禍が続く中、小売やイン

ターネット販売が堅調だったことに加え、欧米

等の経済活動再開により外食需要も回復したこ

とから、令和３年度の農畜水産物の輸出額は前

年度比122％の約89億円となり、過去最高を更新
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したところでございます。

次に、２の品目別輸出実績の表を御覧くださ

い。

左側の農産物、畜産物、水産物の品目ごとに、

令和２年度、３年度の数量及び金額の実績を記

載しております。

令和３年度の金額の欄を見ていただきますと、

農産物が８億3,800万円となっており、カンショ

が病害等の影響で前年度比63％と減少した一方

で、お茶が欧米における健康志向の高まりによ

り、また、花卉が米国の需要増によりそれぞれ

増加しております。

畜産物においては、72億7,200万円と増加し、

全体輸出金額の82％を占めており、特に牛肉が68

億6,900万円と大きく伸びております。

また、水産物では、サバ等の漁獲量が少なく、

輸出量も減少したことから、前年度比76％の７

億6,600万円となっております。

続きまして、３の輸出先国・地域別輸出実績

の表を御覧ください。

令和３年度の金額を輸出先ごとに見ますと、

牛肉の販売が好調だった米国向けが26億900万円

と最も多く、次いで、香港、台湾の順となって

おり、コロナ禍の経済情勢等が影響したものと

考えております。

次に、16ページの４の輸出先国のニーズ等に

対応した産地の取組を御覧ください。

宮崎牛では、図１のインターネット販売の強

化や図２のＳＮＳでの情報発信の取組等を行っ

ております。

また、オンラインで商談する機会が増えてお

りますことから、図３にありますとおり、動画

で産地をＰＲする取組も行われております。

図４から６にはオーガニック需要に応えるお

茶の取組や、中華圏の春節ニーズを捉えたキン

カンの取組等を掲載してございます。

今後とも、このような取組を支援することで、

県産農畜水産物のさらなる輸出拡大につなげて

まいりたいと考えております。

○馬場農業担い手対策課長 常任委員会資料

の17ページをお開きください。

新規就農者の確保・育成について御説明しま

す。

まず、１、新規就農者の確保状況でございま

す。

表１の新規就農者の就農状況の右下の合計欄

を御覧ください。令和３年の新規就農者は405人

となっており、内訳を見ますと、自営就農が161

人で、農業法人等の雇用就農が過去最高の244人

になっております。

右側の表２の地域別内訳では、中部、北諸県、

児湯地域での就農が多い一方で、東臼杵、西臼

杵地域では少ない状況にあります。

表３の営農類型別では、施設野菜、露地野菜、

肉用牛で約７割を占めております。

次に、２の新規就農者の確保・育成に向けた

令和３年度の主な取組でございます。

（１）就農相談会の開催として、多様なスキ

ルや経験を持つ人材確保をするため、市町村や

ＪＡと連携し、コロナ禍でもオンライン等で工

夫しながら県内外で８回の就農相談会を開催し

ており、合計で127人の相談者の参加がありまし

た。

（２）就農トレーニング施設での農業研修と

して、県のみやざき農業実践塾や、各地の就農

トレーニング施設等において、就農希望者に対

する知識や技術の習得を支援しており、耕種と

畜産の合計で69人が将来の就農に向けて研修を

行っております。

（３）県内の農業法人等でお試し就農として、
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就農希望者を農業法人等に数か月間派遣する就

農研修を実施しており、52法人で95人が研修に

参加し、うち59人が雇用就農につながっており

ます。

（４）農業経営資源の承継の仕組みづくりと

して、就農のハードルとなる初期投資の低減や

蓄積された営農技術の承継を図るための仕組み

づくりを推進する一環として、三菱総合研究所、

事業性評価研究所と農業経営資源の第三者承継

に関する連携協定を締結しております。

具体的には、中古の農業用ハウスの資産価値

を評価するシステム開発等に取り組むこととし

ております。

○武田委員長 執行部の説明が終了しました。

その他報告事項について、質疑はありません

か。

○満行委員 今、説明があった新規就農者の確

保・育成なんですけれども、中部、北諸県、児

湯地区で全体の７割が就農ということで、自営

と雇用だと雇用が圧倒的に多いんですが、表２

の地域別では、東児湯、西臼杵は１桁で桁違い

なんですけれども、これは雇用就農がないとい

うことなんでしょうか。これだけ差が開いてい

るということを県はどう考えていらっしゃるん

でしょうか。

○馬場農業担い手対策課長 東臼杵地域の内訳

で申し上げますと、東臼杵南部10名のうち自営

就農が４人、雇用就農が６人、それから東臼杵

北部でいきますと、９名のうち自営就農が３名、

雇用就農が６名、西臼杵８名のうち自営就農は

６名、雇用就農が２名でございます。

○満行委員 ということは、受皿がないという

ことなのか、そのあたりについて、県としては

どう考えていらっしゃるんでしょうか。

○馬場農業担い手対策課長 雇用就労の受皿で

あります農業法人につきましては、県全体で874

法人ございますが、その大半が委員の御指摘の

とおり西諸県や北諸県等でございます。東臼杵、

西臼杵にはその受皿となる農業法人が少ないと

いうのは課題としてあるかと思います。

○満行委員 相当偏っている県北の就業者の少

なさというのは、県としては対策というか、対

応というか、何か方針はあるのでしょうか。

○馬場農業担い手対策課長 県北地域の新規就

農者の支援につきましては、県内に今14の就農

トレーニング施設がございます。そのうちの１

つ、高千穂町に今年の４月、高千穂ファーマー

ズスクールというものができまして、これまで

西臼杵地域ではこういった組織立てた支援体制

がありませんでしたが、今回できました高千穂

ファーマーズスクールを県としても支援してい

きながら、確実に中山間での新規就農者の育成

に努めていきたいと思っております。

○山下委員 同じく17ページなんですけれども、

この表１の中で離職73名とあるんですが、この

離職の意味を教えてください。

○馬場農業担い手対策課長 この離職につきま

しては、他産業を退職した後に、農業後継者と

して就農した方を73名挙げております。

○山下委員 これは、県外か県内か分かってい

ますか。

○馬場農業担い手対策課長 申し訳ございませ

ん。手持ちの資料では県内、県外の内訳は把握

しておりません。また分かり次第御報告させて

いただきたいと思います。

○山下委員 この数字が間違いないとすれば、

私はどこでどれだけ聞き取りや調査をしている

のかなと、この数字の基礎を少し疑いました。

というのは、いわゆる農業法人から農業法人

に行き先を変える人もいるんです。また、農業
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法人にいて他産業に就職する人たちもいるんで

す。その辺のデータは持っていないの。例えば、

他産業から就農した人たちが73名ですと数字が

出せるんなら、逆に他産業に行った数字という

のは出せないのですか。

○馬場農業担い手対策課長 自営就農、それか

ら雇用就農も、個別に名前で把握はしていると

ころでございますが、例えば、雇用就農からほ

かの産業にある年移ってしまったという方につ

いては、正確な数字は把握ができないところで

ございます。

○山下委員 毎年400何人が新規就農で入ってき

ますということでしょ。それなら10年もしたら

何千人という担い手がちゃんと育って、農村集

落やら活力がないといけないはずです。

あなた方は年間これだけの新規就農者が増え

ましたよと言うけれども、そのにぎわいが農村

にないんです。農業法人も人手がいつも足りな

い。外国人を雇わないといけない。だから、あ

なた方が数字をしっかりとつかんで対策を講じ

ていかないと、他産業に行った人も必ずいっぱ

いいるわけですから、その辺の確実な数字を経

過を見ながら追いかけていかないと、農村集落

の疲弊というのはもう信じられないです。20

代、30代の若者がいないんです。もう60～70代

がいつまでたっても若者です。どこにこれだけ

の新規就農者が定着しているかが目に見えない。

こんな数字を示したって、農村社会の歯止め

はかけられないです。こういう数字をあなた方

が信用しているから、データ上はこれだけ新規

就農が育っていますよということをマスコミも

追っかけるし、だけれども実態はそうじゃない。

その数字のマジックをしっかりとつかんで、あ

なたが自信を持ってこれだけですよと言ったっ

て、末端の本当の活力はない。そのことの整合

性を皆さん方はどう考えていますか。

○馬場農業担い手対策課長 新規就農者の定着

につきまして、自営就農につきましては、市町

村等で毎年調査しているところでございます。

その数字で確認してみますと、自営就農者につ

きましては、大体５年目の方で95％ぐらいの定

着率、３年目ですと98％ぐらいでございます。

雇用就農につきましては、県での調査はござ

いませんが、国が把握しているものですと、

ちょっと数字が古いんですけれども、平成27年

度に雇用就農された方の３年後、平成30年度の

定着率が、本県は75％でございます。全国では66

％でございます。決して高いわけではございま

せんが、原因をしっかりと確認しながら、委員

の御指摘の定着率の向上についても検討してま

いりたいと思います。

○山下委員 自信を持って言われるけれども、

都城市は割と農業体系がいいですから、都城市

の状況、例えば過去10年間で就農した人たちが、

どれぐらいしっかりと定着しているのか、その

辺のデータをちゃんと追跡してみてください。

今年度の委員会の中でその数字を出してくださ

い。よろしいですか。

○馬場農業担い手対策課長 市町村別について

も把握してから、対策等を進めてまいりたいと

思います。

○山下委員 ぜひ数字をつかんで、またこの委

員会でいつか出してください。お願いします。

○右松委員 輸出に関して質問させてください。

15ページですけれども、農畜水産物の輸出で、

数年前は香港が最大の輸出先で、香港にもフー

ドエクスポをはじめ２度ほど視察に行きました。

それで、今回、米国市場の開拓がかなり広がっ

ている状況を見まして、香港と比べたらトン数

的には桁が違いますけれども、数量は倍になっ
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て、金額がかなり伸びて、26億円までいってい

ます。牛肉の話は先ほど出ましたけれども、Ｅ

Ｕも含めてこのあたりの数量と金額、それから

輸出のトレンドとして、これからの展開に関し

て、米国市場の魅力をどう分析されているか、

教えてもらうとありがたいです。

○松田農業流通ブランド課長 今、香港とアメ

リカという話がございまして、香港が輸出先別

でずっと１位だったものが、今回、アメリカに

変わりました。この部分の分析につきましては、

香港が１月、２月あたりにコロナが特に厳しく

て、経済的にストップした面があります。一方

で、米国においては回復が非常に早かった。物

が動き出しているというところの経済回復の違

いが大きな要因にあると思っています。

さらに、アメリカの魅力というところですけ

れども、畜産物でいきますと牛肉が非常に伸び

ております。アメリカは人口が３億人以上です

けれども、若い世代─ミレニアルズと言われ

ている2000年ぐらいまでに生まれた方々ですけ

れども、その世代が非常に多いと。その世代の

傾向としては健康志向、本当にいいものを選ぶ

というところがあるということで、そういった

ものにお金を投資していくというのがまず一つ

あると思います。

もう一つは、お茶で例えますと、粉末の茶が

よくアメリカでは売れます。ウーロン茶や紅茶

を文化として持つ中国やヨーロッパというのは、

リーフ茶になるんですけれども、アメリカの場

合は粉末になると。これは簡易なもの、さっと

作ってさっと飲むというような合理的な消費の

傾向があると思います。

合理的でかつ健康志向である、ビーガンみた

いな世界がありますけれども、炭水化物の摂取

を控えようというのがアメリカの今の食の志向

でして、食品に大きな字で栄養表示をするよう

に規則が変わりましたけれども、そういった健

康に留意した形で、かつ便利のいいものという

ところを攻めていけば、米国は非常に有望なと

ころであると思います。

また、牛肉ですけれども、代替肉等が出てい

ますが、まだまだ食の最高峰と言われるような

ところで狙っていけると考えてございます。

○右松委員 分かりました。トレンド、それか

ら志向、そのあたりを戦略的に攻めていくとい

う考え方は大事かなと思います。

当委員会の県内調査で門川町のみずなが水産

に行ってまいりました。加工ですから、農畜水

産物とは若干ジャンルが違うかもしれませんが、

加工品で米国市場を開拓していくという方向性

なんです。それで、そこは道本食品とか大山食

品とかとチームを組んで、ジェトロとかの支援

もそこに入っているんでしょうけれども、独力

で米国の開拓をしていくというお話を伺いまし

た。

本県として、例えば、ＨＡＣＣＰの対応施設

の整備であるとか、そういったのはいろいろと

後押しされているのは十分分かっているんです

が、販路開拓の面において、香港では現地の人

を活用しながらバイヤーの獲得にかなり力を入

れていたという印象を受けています。アメリカ

市場がこれから有望になるというのは、大事な

ところだと思いますので、アメリカ市場におけ

る開拓の後押しを県としてどのように考えてい

るのか教えてください。

○松田農業流通ブランド課長 今、委員がおっ

しゃいました道本食品、大山食品、あとヤマエ

食品、そういった方々が組まれて、独自にブラ

ンドを打っていこうという動きが出ています。

これにはジェトロが非常に大きく関わって成し
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遂げられたものと思っています。

県としてどう考えていくのかというところに

関しまして、今、ジェトロ宮崎支所だけではな

いんですが、輸出関係の定例会議として、輸出

促進連絡会というのを毎回やっておりまして、

そういった中で、相手先がどういうニーズを持っ

ているか、どういう商品を好むかということプ

ラス、こちらにやってみようという方々がどれ

ぐらい潜在的にいるのか、そういうところを話

し合いながらやっているところです。

輸出に取り組むという事業者の中には、初期

の段階、やってみようかなというふうにまず着

手する方、それから、中級のレベル、間接的に

輸出をしていらっしゃる方、それからもっとい

くと、御自身の商品に自信を持って、直接相手

先と交渉し、送り込むというような、言わば初

級、中級、上級というようなランクもあるかな

と思っています。

まずは、輸出を高めていく上で、取り組んで

いこうというチャレンジャーをいっぱいつかま

えて、そしてジェトロを中心に一緒になって支

援して産地づくりをし、中級、それから直接輸

出というような、いろんな品目によっても違い

はございますけれども、そういった段階を踏ん

で輸出を広げていきたいと考えております。

○右松委員 分かりました。それは非常に重要

で、戦略的な展開が絶対に求められますので、

引き続きジェトロとも連携しながら頑張ってい

ただければと思います。

○武田委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、最後に、その他で何

かございませんか。

○ 原委員 さっきは藻の話でしたので、水質

の話です。改めて、その他のところでお願いを

しておきたいと思います。

都城市の花ノ木川、大淀川上流は、かなり悪

いようでありまして、なかなか改善されません。

環境基準は未達成となっていますから、いろん

な原因があるようです。その原因の中に、畜産

関係とか、農政水産部に関係すると思われるも

のがもしあるならば、そこを環境森林部と連携

していただいて、調査に協力していただいて、

その原因を取り除く努力をしていただくとあり

がたいということを、その他で申し上げたいん

です。ただ、水産のほうは栄養源がなくなるの

でお困りかもしれませんけれども、部長、いか

がですか。

○久保農政水産部長 河川の浄化というのは環

境森林部でも取り組んでいる重要な問題だと思

います。畜産サイドからは適正な指導をしてい

ると伺っておりますので、今後そこがうまくい

くように、河川浄化に関してはしっかりと環境

森林部と連携しながらやってまいります。

海のそういった栄養分が少なくなることは、

まさに二律背反の問題ではあるんですけれども、

そこがうまくいくように、海藻のほうでも環境

森林部としっかり─まずは陸上試験でうまく

いくように取り組んでいきたいと思っておりま

すので、水産のプロの知識を使いながら、環境

森林部のプロの技術も見ながら取り組まさせて

いただけたらと思っております。

○山下委員 さっきの17ページなんですが、も

う一つ確認させてください。

表１の雇用就農者数の令和３年度の244名には

技能実習生は入っていないと思うんですが、確

認です。

○馬場農業担い手対策課長 外国人技能実習生

は含まれておりません。

○山下委員 もう一点。この雇用就農というの
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は、農業法人が福利厚生、例えば厚生年金など

をちゃんと払ってくれている、身分保障をちゃ

んとしてくれている雇用形態ですか。

○馬場農業担い手対策課長 雇用就農につきま

しては、雇用者と従業員との雇用契約を結んだ

上でのカウントをしてございます。

○山下委員 ありがとうございます。

○馬場農業担い手対策課長 すみません、先ほ

どの定着率のお話をさせていただいた雇用就農

者の定着率の出元でございますが、雇用就農者

全体では数字はございませんで、国の「農の雇

用事業」を活用した状況のデータでございます。

あくまでも農の雇用事業を使った方の定着率が

３年間で75％になっておりますので、補足させ

ていただきます。

○山下委員 その比率はどれぐらいですか。

○馬場農業担い手対策課長 手元にございませ

んので、数字を確認させてください。

○武田委員長 後ほど報告していただきますよ

うお願いいたします。

それでは、以上をもって農政水産部を終了い

たします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時22分休憩

午後２時25分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、明日行

いたいと思います。

開会時刻は13時としたいのですが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それではそのように決定いたし

ます。

その他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 以上で、本日の委員会を終了し

ます。

午後２時25分散会
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午後０時59分再開

出席委員（７人）

委 員 長 武 田 浩 一

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 蓬 原 正 三

委 員 濵 砂 守

委 員 山 下 博 三

委 員 右 松 隆 央

委 員 満 行 潤 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 藤 村 正

政策調査課主査 西 尾 明

○武田委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

賛否も含め御意見をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後０時59分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、採決を行います。

議案第１号について、原案のとおり可決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号については、原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後０時59分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告については正副委員長

に御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査については、継続審査としたいと思いますが、

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

次に、県外調査につきましては、10月19日水

曜日から同月21日金曜日に実施予定ですが、調

査先等について御意見、御要望等がありました

ら、併せてお出しいただきたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後１時０分休憩

午後１時３分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、県外調査につきましては、７月19

日、閉会中の委員会で改めて御意見をいただき

たいと思います。

次に、７月19日に予定されております閉会中

令和４年６月23日(木)
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の委員会につきまして、御意見を伺いたいと思

います。

暫時休憩いたします。

午後１時５分休憩

午後１時８分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

それでは、７月19日火曜日の閉会中の委員会

につきましては、土地利用型農業の野菜系統の

農家の現状について、経済農業協同組合連合会

や農業協同組合中央会などを含めた形で執行部

と協議させていただくことで御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

最後に、その他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 以上で、委員会を閉会いたしま

す。

委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時８分閉会

令和４年６月23日(木)
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武 田 浩 一環境農林水産常任委員会委員長




